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は　じ　め　に
　2013年に交通政策基本法が策定されてから３年が経過しました。その後も私たちを取り巻く環境
は年々厳しさを増しており、急速に進む少子高齢化や地方過疎化、経済・社会・産業構造の変化が地
方路線の利用者数減少に拍車をかけています。ローカルエリアにおける鉄道網をいかに維持していく
かという課題について、真剣に考えなければならない時が来ています。
　JR連合では、2012年に発足した「鉄道特性活性化プロジェクト」において、様々な検討・検証が
重ねられ、今年度中にも最終答申がまとめられることとなっています。昨年10月に開催された「第
12回政策シンポジウム」において中間答申がなされ、ローカルエリアについては「鉄道の特性を発
揮することが極めて困難なエリア」として言及される方向性が示されています。
　そのような中、2016年９月に三江線の廃止届が提出されました。2010年に活性化協議会が立ち
上げられて以降、様々な取り組みを行ってきましたが、残念ながらご利用が増えることはなく、廃止
という結論に至りました。
　折しも、JR北海道は昨年11月18日、「JR単独では維持することが困難な路線」として10路線13
線区を公表しました。関係自治体の間では、突然の公表に困惑が広がっています。多くの地方ローカ
ル線を抱えるJR西日本にとっても、決して他人事ではなく、持続可能な公共交通のあり方について、
しっかりと考えるべき時が来ています。
　一方で、2017年3月、可部線の延伸がなされました。2003年に可部～三段峡間が廃止された時か
ら続けてきた、地元と一体となった「乗って残そう」運動がようやく実を結びました。一度廃止され
た区間が復活するのは全国でも例がなく、注目を集めています。
　今回の「Say-cho No.44」では、三江線と可部線における事例を中心に、これまで私たちが行っ
てきた地方ローカル線における取り組みを振り返ります。今後の地方公共交通のあり方について、改
めて考えるきっかけとなれば幸いです。
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三
江
線
（
後
に
三
江
北
線
と
改
称
）
の
工
事
は
、

１
９
２
６
年
９
月
か
ら
着
工
さ
れ
ま
し
た
。 

　

最
初
の
開
通
区
間
で
あ
る
石
見
江
津
～
川
戸
間
は
、
江

の
川
と
の
間
に
線
路
を
敷
設
す
る
ス
ペ
ー
ス
が
ほ
と
ん
ど

1
三
江
線
に
つ
い
て

な
く
、
工
事
は
難
渋
を
極
め
ま

し
た
が
、
１
９
３
０
年
４
月
20

日
に
開
通
、
営
業
を
開
始
し
ま

し
た
。 

　

続
い
て
、
川
戸
～
石
見
川
越

間
が
１
９
３
１
年
５
月
20
日

に
、
石
見
川
越
～
石
見
川
本
間

が
１
９
３
４
年
11
月
８
日
に
、

石
見
川
本
～
石
見
簗
瀬
間
が
１
９
３
５
年
12
月
２
日
と

次
々
に
開
通
、
営
業
を
開
始
し
、
予
定
の
最
終
区
間
で
あ

る
石
見
簗
瀬
～
浜
原
間
が
１
９
３
７
年
10
月
20
日
に
開
業

し
、石
見
江
津
～
浜
原
間
（
50
・
１
km
）
が
全
通
し
ま
し
た
。 

　

し
か
し
、
浜
原
以
遠
、
芸
備
線
三
次
に
至
る
計
画
区
間

の
建
設
工
事
は
、
戦
争
等
の
時
局
の
悪
化
に
伴
い
中
止
と

な
り
ま
し
た
。

　

三
次
～
式
敷
間
（
14
・
７
km
）
は
１
９
３
６
年
８
月
に

着
工
し
ま
し
た
が
、
１
９
３
９
年
３
月
、
路
盤
工
事
を
完

1
三
江
線
に
つ
い
て

三
江
北
線
の
開
通

三
江
南
線
の
開
通

了
し
た
と
こ
ろ
で
戦
争
の
拡
大
に
伴
い
工
事
は
中
止
さ
れ

ま
し
た
。 

　

第
２
次
世
界
大
戦
後
、
１
９
５
３
年
５
月
に
再
着
工
し
、

１
９
５
５
年
３
月
31
日
に
開
通
・
営
業
開
始
し
ま
し
た
。

こ
の
区
間
を
三
江
南
線
と
し
、
既
に
完
成
し
て
い
た
三
江

線
（
石
見
江
津
～
浜
原
間
）
を
三
江
北
線
と
呼
ぶ
こ
と
と

な
り
ま
し
た
。

　

そ
の
後
、
式
敷
～
口
羽
間
（
13
・
６
km
）
が
建
設
さ
れ
、

１
９
６
３
年
６
月
30
日
に
開
通
・
営
業
開
始
し
、
三
江
南

線
は
三
次
～
口
羽
間
（
28
・
４
km
）
と
な
り
ま
し
た
。

　

三
江
南
北
両
線
を
結
ぶ
浜
原
～
口
羽
間
（
29
・
６
km
）

は
１
９
６
４
年
３
月
23
日
、
日
本
鉄
道
建
設
公
団
の
発
足

に
伴
っ
て
、
同
年
４
月
工
事
線
に
指
定
さ
れ
、
１
９
６
５

年
12
月
運
輸
大
臣
の
認
可
を
受
け
、
翌
１
９
６
６
年
１
月

工
事
着
手
、
１
９
７
５

年
８
月
31
日
に
開
通
・

営
業
開
始
と
な
り
、
こ

れ
に
よ
り
三
江
線
・
江

津
～
三
次
間
（
１
０
８

・
１
km
）
が
全
線
開
通

し
ま
し
た
。

三
江
線
の
全
線
開
通

❖
三
江
線
の
概
要
❖

　
三
江
線
は
、
島
根
県
江
津
市
と
広
島
県
三
次
市
を
結
ぶ
路
線
で
す
。
沿
線
に
は
、
島
根
県
江
津
市
（
２・
６
万
人
）、

川
本
町
（
０・
４
万
人
）、
美
郷
町
（
０・５
万
人
）、
邑
南
町
（
１・
１
万
人
）、
広
島
県
安
芸
高
田
市
（
３・
１
万
人
）、

三
次
市
（
５・
７
万
人
）
の
６
市
町
が
あ
り
ま
す
。
江
津
駅
と
三
次
駅
を
直
線
で
結
ぶ
と
わ
ず
か
62
キ
ロ
で
す
が
、
線

路
は
江
の
川
に
沿
っ
て
大
き
く
蛇
行
し
て
お
り
、
全
長
は
１
０
８・１
km
と
な
っ
て
い
ま
す
。【
図
１
】
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【図１】
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1
三
江
線
に
つ
い
て

　

よ
う
や
く
全
線
開
通
を
迎
え
た
三
江
線
で
し
た
が
、
そ

の
後
も
決
し
て
順
風
満
帆
と
は
い
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
開

業
直
後
の
１
９
８
０
年
に
は
、
国
鉄
再
建
法
の
施
行
に
伴

い
、
開
業
後
見
込
ま
れ
る
輸
送
密
度
が
１
日
当
た
り
４
、

０
０
０
人
未
満
の
路
線
に
つ
い
て
は
、
特
定
地
方
交
通
線

と
し
て
廃
止
、
ま
た
は
バ
ス
転
換
の
対
象
と
さ
れ
ま
し
た
。

　

路
線
の
選
定
は
３
段
階
で
行
わ
れ
、
第
一
次
廃
止
対
象

の
条
件
は
「
営
業
キ
ロ
が
30 

km
以
下
の
盲
腸
線
で
輸
送
密

度
２
、０
０
０
人
／
日
」
ま
た
は
「
営
業
キ
ロ
が
30 
km
以
下

の
盲
腸
線
で
輸
送
密
度
５
０
０
人
／
日
」
で
し
た
。
三
江

線
は
全
長
が
１
０
８
・
１
km
あ
り
、
こ
の
条
件
は
ク
リ
ア
で

き
ま
し
た
。
し
か
し
、
１
９
７
５
年
の
開
業
当
初
の
輸
送

密
度
は
約
５
０
０
人
／
日
で
あ
り
、
第
二
次
廃
止
対
象
路

線
の
条
件
「
輸
送
密
度
２
、０
０
０
人
／
日
未
満
」
に
該
当

し
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
代
替
道
路
未
整
備
で
あ
り
、
バ

ス
に
よ
る
代
行
輸
送
が
困
難
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
、
か

ろ
う
じ
て
廃
止
対
象
路
線
か
ら
外
さ
れ
ま
し
た
。

　

さ
ら
に
近
年
で
は
、
沿
線
の
人
口
減
少
・
少
子
高
齢
化

の
進
展
等
に
よ
り
、
利
用
客
は
大
き
く
減
少
す
る
と
と
も

に
、「
利
用
客
の
減
少
→
ダ
イ
ヤ
の
減
少
→
利
便
性
の
低
下

→
さ
ら
な
る
利
用
客
の
減
少
」
と
い
う
負
の
ス
パ
イ
ラ
ル

三江線開通と駅開業の歴史（ぶらり三江線WEBより）
全
線
開
業
後
の
三
江
線



4

に
陥
り
、
１
９
７
５
年
の
開
業
当
初
は
約
５
０
０
人
あ
っ

た
輸
送
密
度
も
２
０
０
９
年
に
は
70
人
ま
で
落
ち
込
み
ま

し
た
。こ
れ
ら
を
踏
ま
え
、２
０
１
０
年
に
は
沿
線
６
市
町
、

島
根
県
、
Ｊ
Ｒ
西
日
本
、
住
民
代
表
等
で
構
成
さ
れ
る
「
三

江
線
活
性
化
協
議
会
」
が
設
立
さ
れ
、
同
協
議
会
が
主
体

と
な
っ
て
「
総
合
連
携
計
画
」
を
策
定
し
、
活
性
化
事
業

を
実
施
し
て
き
ま
し
た
。【
図
２
】

　
「
総
合
連
携
計
画
」
で
は
、 

①
「
生
活
鉄
道
」
と
し
て
の

活
性
化
～
沿
線
住
民
に
よ
る
日
常
利
用
の
促
進
～
②
「
ふ

る
さ
と
鉄
道
」
と
し
て
の
掘
り
起
こ
し
～
地
域
で
乗
っ
て

支
え
る
利
用
促
進
の
強
化
～
③
「
観
光
鉄
道
」
と
し
て
の

新
た
な
挑
戦
～
江
の
川
沿
い
の
景
観
や
文
化
、
食
等
の
活

用
～
④
イ
メ
ー
ジ
づ
く
り
と
認
知
度
向
上
～
江
の
川
と
と

も
に
あ
る
鉄
道
の
魅
力
発
信
～
⑤
地
域
に
よ
る
「
参
加
と

協
働
」
の
仕
組
み
～

鉄
道
と
地
域
の
活
性

化
へ
～ 

の
５
つ
の

目
標
が
設
定
さ
れ
、

沿
線
住
民
に
よ
る
日

常
利
用
の
促
進
か
ら

旅
行
商
品
の
造
成
に

よ
る
観
光
利
用
の
促

進
に
至
る
ま
で
、

様
々
な
切
り
口
か
ら

76
に
及
ぶ
事
業
が
実

施
さ
れ
ま
し
た
。

【
図
３
】

1
三
江
線
に
つ
い
て

【図３】活性化協議会が行ってきた事例

【図２】

20

H22  
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２
０
１
２
年
に
は
、
沿
線
住
民
か
ら
の
「
運
転
本
数
が

少
な
く
、
利
用
し
た
く
て
も
利
用
で
き
な
い
の
で
増
便
し

て
ほ
し
い
」「
通
学
や
通
院
に
あ
わ
せ
た
ダ
イ
ヤ
に
し
て
ほ

し
い
」
と
の
声
を
踏
ま
え
、
バ
ス
に
よ
る
増
便
社
会
実
験

を
実
施
し
ま
し
た
。
当
初
は
鉄
道
で
の
増
便
も
検
討
さ
れ

ま
し
た
が
、
必
要
な
設
備
を
整
備
す
る
ハ
ー
ド
ル
が
高
い

た
め
、
バ
ス
も
活
用
し
た
実
験
と
な
り
ま
し
た
。
期
間
は
、

効
果
を
最
大
化
す
る
た
め
、
山
陰
デ
ス
テ
ィ
ネ
ー
シ
ョ
ン

キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
開
催
期
間
中
の
10
月
か
ら
12
月
に
行
い
、

実
験
の
内
容
は
、
バ
ス
を
列
車
に
見
立
て
て
、
現
行
鉄
道

ダ
イ
ヤ
の
１
・
７
倍
で
運
行
す
る
と
い
う
も
の
で
し
た
。
実

施
期
間
中
に
、
ご
利
用
者
か
ら
「
バ
ス
停
を
増
や
し
て
ほ

し
い
」「
本
数
も
更
に
増
や
し
て
ほ
し
い
」
と
の
声
が
あ
っ

た
こ
と
か
ら
、
12
月
に
は
バ
ス
停
を
新
設
し
、
ダ
イ
ヤ
も

２
倍
で
運
行
す
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
結
果
は
平
均
乗
車
人
数
３
・
７
人
、
鉄

道
と
バ
ス
を
合
わ
せ
た
全
体
で
の
利
用
は
、
対
前
年
同
期

比
の
２
割
増
に
と
ど
ま
る
な
ど
、
期
待
し
て
い
た
成
果
を

得
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
実
験
か
ら
分
か
っ
た

こ
と
の
一
つ
に
、
少
子
化
の
影
響
に
よ
り
、
沿
線
の
高
校

が
生
徒
を
確
保
す
る
た
め
に
通
学
の
利
便
性
を
掲
げ
、
独

自
に
ス
ク
ー
ル
バ
ス
を
運
行
し
た
こ
と
に
よ
り
、
鉄
道
を

定
期
的
に
利
用
す
る
通
学
性
が
著
し
く
減
少
し
て
い
る
と

い
う
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
実
験
の
終
盤
で
は
ス
ク
ー
ル

バ
ス
も
運
休
さ
せ
て
鉄
道
の
利
用
を
促
し
ま
し
た
が
、
一

度
離
れ
た
利
用
を
復
活
さ
せ
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
残

念
な
結
果
に
終
わ
り
ま
し
た
。【
図
４
】

1
三
江
線
に
つ
い
て

バ
ス
に
よ
る

増
便
社
会
実
験
の
実
施

【図４】



6

　

そ
の
後
も
、
度
重
な
る
豪
雨
災
害
に
よ
り
、
三
江
線
は

長
期
間
の
運
休
を
余
儀
な
く
さ
れ
ま
し
た
。

　

最
近
で
も
、
２
０
１
３
年
８
月
に
豪
雨
災
害
に
よ
り

69
ヵ
所
で
被
災
し
、
全
線
で
運
転
を
見
合
わ
せ
ま
し
た
。

９
月
に
は
一
部
区
間
で
運
転
が
再
開
さ
れ
ま
し
た
が
、
と

く
に
被
害
が
大
き
か
っ
た
江
津
～
浜
原
駅
間
は
復
旧
が
遅

れ
、費
用
負
担
に
つ
い
て
Ｊ
Ｒ
と
地
元
自
治
体
が
話
し
合
っ

た
う
え
、
全
区
間
で
運
転
を
再
開
で
き
た
の
は
翌

1
三
江
線
に
つ
い
て

度
重
な
る
豪
雨
災
害
と
落
石
リ
ス
ク

【図５】

【図６】

平成25年8月30日（金）現在

平成25年8月24日豪雨災害被災箇所略図(三江線)

千金

川平

川
戸 石見

川越
鹿賀 因原

竹
石見
川本

木路原

乙原

石見簗瀬

明塚

田
津

粕淵

浜原

沢谷

江津本町

江津

【川平・川戸】　　22箇所
№16 7k877m　道床流出
№17 8k241m  土砂流入（土石流）
№18 8k299m　築堤崩壊
№19 8k350m　道床流出
№20 8k443m　盛土流出
№21 8k505m　道床流出、土砂流入
№22 8k815m　土砂流入、道床流出
№23 8k951m　土砂流入、道床流出
№24 9k026m　土砂流入、道床流出
№25 9k300m　瀬尻川B橋台護岸流失
№26 9k942m　のり面崩壊、倒木
№27 10k224m　線路陥没
№28 10k323m　土砂流入
№29 10k550m　土砂流入、倒木、切土崩壊、道床流出
№30 10k629m　土砂流入、伏び閉塞
№31 10k640m　線路陥没
№32 10k720m　切土崩壊、土砂流入、築堤崩壊
№33 10k765m　切土崩壊、土砂流入
№34 11k071m　土砂流入
№35 11k286m　護岸壁崩壊(栗ノ木函渠B）
№36 11k739m　土砂堆積（地獄谷函渠B）
№ 　倒木、土砂流入

【因原・石見川本】　　6箇所
№64 29k675m　土砂流入
№65 30k730m　土砂流入
№66 31k158m　土砂流入
№67 31k281m　土砂流入
№68 31k515m　土砂流入
№69 31k566m　土砂流入

至　三次

三
江
線

【鹿賀・因原】　　1箇所
№63 28k400m　橋脚流出（井原川B）

【川戸・田津】　　11箇所
№38 14k349m　土砂流入
№39 15k005m　道床流出
№40 15k744m  土砂流入（土石流）
№41 15k950m　土砂流入（土石流）
№42 16k267m　土砂流入
№43 16k414m　土砂流入、道床流出
№44 17k455m　土石流、道床流出
№45 18k142m　切土崩壊、土砂流入
№46 　土砂流入
№47 18k680m　土砂流入
№48 19k042m　土砂堆積

【千金・川平】　　10箇所
№7 4k625m　 土砂流入
№8 5k207m　立木柵土砂堆積
№9 5k246m　土留壁崩壊
№10 5k320m　土砂流入
№11 5k440m　 土砂流入、道床流出
№12 5k585m　 切土崩壊、道床流出
№13 5k640m　 土砂流入
№14 5k693m　 土砂流入（土石流）
№15 6k150m　 土砂流入、線路陥没
№72 5 　ｹｰﾌﾞﾙ損傷（電気・通信）

（番号は、『最終№』を表記）

【石見川越・鹿賀】　　8箇所
№55 22k408m　土砂流入
№56 22k460m　土砂流入
№57 23k868m　盛土崩壊
№58 23k988m　土砂流入（土石流）
№59 24k664m　土砂流入
№60 24k725m　土砂流入（土石流）
№61 24k883m　土砂流入（土石流）
№62 25k080m  土砂流入

【田津・石見川越】　　6箇所
№49 20k246m　土砂流入（第3恵梨函渠B）
№50 20k907m　土砂流入、道床流出
№51 21k076m　盛土崩壊
№52 21k267m　土砂流入、倒木
№53 21k460m　土砂流入（土石流）
№54 21k635m　道床流出

※赤字は島根県施工箇所

【江津本町・千金】　　8箇所
№1 1k396m　 切土崩壊
№2 1k800m　切土崩壊
№3 1k826m　切土崩壊
№4 1k955m　土砂堆積
№5 2k314m　 張コン亀裂
№6 3k463m　 土砂流入、築堤崩壊
　　　　　　　　　 バラスト流出
№70 1k800m　ｹｰﾌﾞﾙ損傷（電気・通信）

№71 　ｹｰﾌﾞﾙ損傷（電気・通信）

災害状況（Ｈ２５）（１）

【概要】
発生日 平成２５年８月２４日

被災箇所 ６９箇所
運休期間 平成２５年８月２４日

～平成２６年７月１８日

10 

２
０
１
４
年
７
月
で
し
た
。
復
旧
費
用
は
約
11
億
円
か
か

り
、
Ｊ
Ｒ
西
日
本
が
約
７
億
円
、
地
元
自
治
体
な
ど
が

約
４
億
３
０
０
０
万
円
程
度
を
負
担
し
ま
し
た
。【
図
５
】

【
図
６
】
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ま
た
、
三
江
線
の
沿
線
、
特
に
開
業
の
古
い
三
江
北
線

を
中
心
に
、
落
石
に
よ
る
リ
ス
ク
が
あ
り
ま
し
た
。

　

２
０
０
４
年
６
月
22
日
に
は
、
川
戸
駅
～
田
津
駅
間
に

お
い
て
、
時
速
45 
km
／
ｈ
で
走
行
し
て
い
た
列
車
が
落
石

と
衝
撃
し
、
乗
り
上
げ
て
車
輪
が
レ
ー
ル
か
ら
浮
き
上
が

り
脱
線
す
る
と
い
う
事
故
が
発
生
し
ま
し
た
。

　

そ
れ
ま
で
に
も
落
石
防
護
柵
な
ど
は
設
置
さ
れ
て
い
た

も
の
の
、
事
故
を
防
げ
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
63
カ
所
に

わ
た
る
徐
行
箇
所
が
設
定
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
後
、
区
間

の
統
合
な
ど
が
行
わ
れ
、
現
在
で
は
落
石
の
危
険
の
あ
る

箇
所
と
し
て
合
計
59
箇
所
、
距
離
に
し
て
約
27 
km
が
徐
行

区
間
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
区
間
で
は
、
万
一
落
石
が

発
生
し
た
場
合
で
あ
っ
て
も
安
全
に
停
車
で
き
る
よ
う
、

時
速
30 

km
で
の
徐
行
運
転
を
実
施
し
て
お

り
、
三
江
線
の
速
度
向
上
を
阻
害
す
る
大

き
な
要
因
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
三
江
線
の
う
ち
江
津
～
因
原

間
は
国
道
２
６
１
号
、
粕
淵
～
三
次
間
は

国
道
３
７
５
号
が
並
行
し
て
お
り
、
ほ
と

ん
ど
の
区
間
で
改
良
工
事
が
な
さ
れ
て
い

ま
す
。
三
江
線
で
は
２
時
間
30
分
か
か
る

と
こ
ろ
、
沿
線
道
路
を
使
え
ば
車
で
２
時

間
、
さ
ら
に
、
高
速
道
路
を
使
え
ば
90
分

で
移
動
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。【
図
７
】

1
三
江
線
に
つ
い
て

【図７】

2006 7 	  
2007 6 	  
	  
2013 8 	  
2013 9 	  
2014 7 	  

 
108Km 20

30
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こ
の
よ
う
な
現
状
と
経
過
を
踏
ま
え
、
２
０
１
０
年
に

立
ち
上
げ
た
「
三
江
線
活
性
化
協
議
会
」
の
５
カ
年
計
画

の
期
限
が
半
年
後
に
迫
っ
た
２
０
１
５
年
10
月
、
会
社
は

沿
線
自
治
体
に
対
し
て
持
続
可
能
な
公
共
交
通
の
実
現
に

向
け
た
検
討
の
申
し
入
れ
を
行
い
ま
し
た
。

　

そ
の
自
治
体
へ
の
申
し
入
れ
に
つ
い
て
、
新
聞
を
は
じ

め
と
し
た
マ
ス
コ
ミ
は
、
２
０
１
５
年
10
月
16
日
、「
Ｊ
Ｒ

西
日
本
が
三
江
線
（
江
津
～
三
次
間
）
の
廃
止
を
検
討
」

と
報
道
し
ま
し
た
。【
図
８
】

　

Ｊ
Ｒ
西
労
組
と
し
て
は
、
見
解
を
発
表

し
、
事
前
の
情
報
が
な
か
っ
た
こ
と
に
つ

い
て
遺
憾
の
意
を
表
し
ま
し
た
。
ま
た
、

今
後
の
方
向
性
と
し
て
、「
組
合
員
の
雇

用
確
保
を
前
提
に
、『
廃
止
あ
り
き
』『
期

限
あ
り
き
』
で
は
な
く
、『
交
通
政
策
基

本
法
』
等
の
基
本
理
念
・
方
針
に
則
り
、

地
域
が
理
解
、
納
得
で
き
る
持
続
可
能
な

公
共
交
通
の
あ
り
方
を
確
立
す
べ
き
で
あ

る
」
と
訴
え
、
Ｊ
Ｒ
西
日
本
に
慎
重
か
つ

責
任
あ
る
対
応
を
強
く
要
請
し
ま
し
た
。

【
図
９
】

1
三
江
線
に
つ
い
て

三
江
線
廃
止
検
討
報
道
と

そ
の
対
応

山陰中央新報
2015年
10月16日（金）

中国新聞
2015年
10月16日（金）

【図９】

【図８】
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同
月
19
日
に
は
、
会
社
に
対
し
て
申
８
号
「
三
江
線
の

廃
止
検
討
等
の
報
道
に
つ
い
て
の
申
し
入
れ
」
を
提
出
し
、

同
月
29
日
に
行
っ
た
交
渉
（
経
小
）
の
中
で
、「
廃
止
・
期

限
あ
り
き
」
で
は
な
く
、
組
合
員
へ
の
丁
寧
な
説
明
と
、

沿
線
の
自
治
体
・
住
民
へ
の
丁
寧
な
対
応
を
強
く
求
め
ま

し
た
。【
図
10
】

　

ま
た
、
２
０
１
６
年
１
月
20
日
～
21
日
、
27
日
～
28
日

の
４
日
間
に
亘
っ
て
開
催
さ
れ
た
石
見
支
部
で
の
職
場
集

会
に
中
央
本
部
も
出
席
し
、
三
江
線
に
関
わ
る
現
在
の
状

況
や
組
合
員
の
思
い
、
今
後
の
取
り
組
み
の
方
向
性
な
ど

の
共
有
化
を
図
っ
て
き
ま
し
た
。

　

職
場
集
会
で
は
、
会
社
の
対
応
に
対
す
る
不
信
感
や
、

組
合
の
こ
れ
ま
で
の
運
動
に
対
す
る
意
見
、
さ
ら
に
は
三

江
線
廃
止
に
よ
る
雇
用
不
安
な
ど
、
様
々
な
意
見
が
出
さ

れ
ま
し
た
。中
央
本
部
と
し
て
、雇
用
の
確
保
を
大
前
提
に
、

「
廃
止
・
期
限
あ
り
き
」
で
は
な
く
、
沿
線
の
自
治
体
・
住

民
と
の
丁
寧
な
対
話
を
会
社
に
求
め
て
い
く
と
と
も
に
、

集
ま
っ
た
現
場
組
合
員
の
声
を
確
実
に
会
社
に
伝
え
、
丁

寧
に
説
明
す
る
よ
う
求
め
る
こ
と
を
約
束
し
ま
し
た
。

　

一
方
で
会
社
は
、
１
月
23
日
か
ら
２
月
２
日
に
か
け
て
、

「
三
江
線
改
良
利
用
促
進
期
成
同
盟
会
（
以
下
、『
期
成
同

盟
会
』
と
い
う
）」
の
主
催
に
よ
り
、
三
江
線
沿
線
の
６
市

町
（
８
会
場
）
に
お
い
て
開
催
さ
れ
た
住
民
説
明
会
に
出

席
し
ま
し
た
。
Ｊ
Ｒ
西
労
組
が
求
め
て
い
た
と
お
り
、
住

民
説
明
会
で
は
、
会
社
か
ら
沿
線
地
域
住
民
の
方
に
対
し
、

「
人
口
減
を
大
幅
に
上
回
る
ペ
ー
ス
で
の
ご
利
用
減
」「
活

性
化
協
議
会
の
取
り
組
み
に
も
か
か
わ
ら
ず
減
少
傾
向
に

歯
止
め
か
か
ら
ず
」「
バ
ス
に
よ
る
増
便
社
会
実
験
の
実
施

と
結
果
」「
公
共
交
通
あ
り
方
検
討
勉
強
会
の
設
立
と
ニ
ー

ズ
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
の
実
施
」
な
ど
、
Ｊ
Ｒ
三
江
線
の
現

状
や
課
題
等
に
つ
い
て
丁
寧
に
説
明
が
行
わ
れ
、
参
加
者

か
ら
の
質
疑
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
８
会
場
で
延
べ
７
６
４ 

名
の
参
加
が
あ
っ
た
模
様
で
す
。【
図
11
】

1
三
江
線
に
つ
い
て

 1

ＪＲ西労組     No．14    2015 年 10 月 19 日 
 

業務速報  

 

三江線の廃止検討等の報道に対するＪＲ西労組見解と申し入れについて 

 

 標題について、中央本部は、添付の見解を発表するとともに、会社に対して申８号「三江線の

廃止検討等の報道についての申し入れ」を会社に提出し、誠実に対応するよう強く要請しました。 

 

※ 添付資料 ①三江線の廃止検討等の報道に対するＪＲ西労組見解（１枚） 

       ②申８号「三江線の廃止検討等の報道についての申し入れ」（１枚） 

 

以上 

発行責任者 ＪＲ西労組政策・調査部 
                  宮野 勇馬

【図10】
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ま
た
、
こ
の
時
点
で
、
会
社
は
期
成
同
盟
会
と
の
話
し

合
い
を
開
始
で
き
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
れ
は
、
期
成

同
盟
会
が
協
議
入
り
の
条
件
と
し
て
「
白
紙
状
態
」
を
求

め
て
き
た
た
め
で
す
。
会
社
と
し
て
は
、
廃
止
・
バ
ス
転

換
を
前
提
に
協
議
を
開
始
し
た
か
っ
た
模
様
で
す
が
、
Ｊ

Ｒ
西
労
組
の
「『
廃
止
・
期
限
あ
り
き
』
で
は
な
く
丁
寧
な

対
話
を
」
と
の
主
張
通
り
、
そ
の
後
「
白
紙
状
態
」
か
ら

の
協
議
が
始
め
ら
れ
ま
し
た
。【
図
12
】

　

協
議
の
中
で
、
鉄
道
の
存
続
の
可
能
性
も
含
め
、
持
続

可
能
な
地
域
公
共
交
通
の
あ
り
方
に
つ
い
て
実
務
レ
ベ
ル

で
幅
広
く
検
討
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、「
検
討
会
議
」 

が
設
置
さ
れ
ま
し
た
。

　

検
討
会
議
は
、
期
成
同
盟
会
の
諮
問
に
基
づ
い
て
、
期

成
同
盟
会
が
最
終
的
な
判
断
を
す
る
上
で
必
要
な
整
理
を

1
三
江
線
に
つ
い
て

【図12】

中国新聞2016年2月7日（日）

行
う
と
と
も
に
、重
要
な
論
点
に
つ
い
て
判
断
材
料
が
整
っ

た
段
階
で
、
期
成
同
盟
会
に
経
過
報
告
を
行
い
な
が
ら
検

討
を
進
め
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
三
江
線
沿
線
６
市
町

（
三
次
市
、
安
芸
高
田
市
、
邑
南
町
、
美
郷
町
、
川
本
町
、

江
津
市
）、
Ｊ
Ｒ
米
子
支
社
、
島
根
県
、
広
島
県
、
オ
ブ
ザ
ー

バ
ー
と
し
て
中
国
運
輸
局
、
学
識
経
験
者
で
検
討
が
進
め

ら
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

　

同
年
４
月
に
は
、
経
過
報
告
書
が
作
成
・
報
告
さ
れ
、

三
江
線
の
現
状
と
課
題
の
整
理
、
鉄
道
と
し
て
の
存
続
の

可
能
性
が
ま
と
め
ら
れ
ま
し
た
。

　

そ
の
中
で
は
、
鉄
路
と
し
て
存
続
す
る
た
め
に
は
、
第

三
セ
ク
タ
ー
方
式
、
上
下
分
離
方
式
、
み
な
し
上
下
分
離

方
式
の
い
ず
れ
を
採
っ
て
も
、
年
間
約
８
億
５
千
万
円
の

経
費
が
か
か
る
こ
と
が
示
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
防
護
網

を
設
置
す
る
こ
と
で
徐
行
区
間
を
な
く
し
、
所
要
時
間
を

40
分
短
縮
で
き
る
も
の
の
、
そ
の
費
用
と
し
て
１
０
０
億

円
が
か
か
る
こ
と
も
示
さ
れ
ま
し
た
。【
図
13
】【
図
14
】

【図11】

13 
 

（２）運営方式別の収支の検討【参考資料⑥】 

 ・三江線の収支状況を前提に、自治体が関与する運営方式を適用した場合の

収支シミュレーション（単年度当たり）を行ったところ、以下の結果とな

った。 
 
①第三セクター方式 
・三江線の現状の収支と比較すると、固定資産税が免除となる分、鉄道

事業者の費用は減少する。ただし、沿線市町にとっては 48 百万円の固

定資産税の減収となる5。 

鉄道事業者収支 ▲851 百万円 

 

  ②みなし上下分離方式 

・一畑電車の運営方式を適用してシミュレーションを実施した。 

・鉄道事業者が負担する経費のうち、線路・電路・車両の修繕費相当部

分を自治体が負担することとなる。 

    鉄道事業者収支 ▲476 百万円 

    行政負担額    374 百万円 

 

③上下分離方式 

・若桜鉄道の運営方式を適用してシミュレーションを実施した6。 

・線路・電路・車両に係る費用は第三種鉄道事業者である自治体におい

て負担することとなる。 

    鉄道事業者収支 ▲273 百万円 

   行政負担額    577 百万円 

  

・三江線の収支を前提とする限り、いずれの運営方式を適用しても車両の運

行を行う鉄道事業者の単年度収支は均衡せず、鉄道事業者に多額の運行欠

損が生じることから、利用者の一層の増加を図り、いかにして毎年度の運

行欠損を埋めて、継続性を確保していくかが大きな課題である。 

                                            
5 固定資産税については、②みなし上下分離方式、③上下分離方式についても同様のことが

言える。 
6 若桜鉄道の車両については、平成 28 年４月以降、第三種鉄道事業者である自治体が保有

することとなったことから、車両に係る費用についても自治体が負担する前提でシミュレ

ーションを行っている。 

前提：徐行運転が不要とするために施す斜面対策
内容：落石対策連続徐行区間に防護網を設置

 
 駅間㌔ 徐行延長 概算工事費 

（防護網工） 
【参考】 
短縮時分 

区間／単位 ㎞ ㎞ 億円 時：分 

江津～石見川本 ３２．６ １２．９ 約４８ 約０：１６ 

石見川本～浜原 １７．５ ５．８ 約２１ 約０：０６ 

浜原～口羽 ２９．６ ０．７ 約２ 約０：０５ 

口羽～三次 ２８．４ ７．９ 約２９ 約０：１３ 

合 計 １０８．１ ２７．３ ※約１００ 約０：４０ 

※対策斜面高は平均 と想定
※用地買収費用等は含まない 工事費のみ
※コンクリート吹付工の場合は 総計 億円

三江線の機能強化（災害リスクの低減）

35 

【図13】

【図14】

中国新聞　2016年1月24日（日）
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ま
た
、
同
年
６
月
に
は
第
２
回
目
と
な
る
経
過
報
告
書
が

作
成
・
報
告
さ
れ
、
バ
ス
転
換
し
た
際
の
運
行
経
費
は
年

間
約
１
・
２
～
１
・
９
億
円
、
車
両
な
ど
の
初
期
投
資
も
８
・

２
億
円
に
と
ど
ま
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
ま
し
た
。【
図

15
】【
図
16
】

　

同
年
７
月
に
は
、
鉄
道
と
バ
ス
に
よ
る
新
交
通
プ
ラ
ン

を
比
較
検
討
し
た
「
報
告
書
」
が
報
告
、承
認
さ
れ
ま
し
た
。

「
鉄
道
と
バ
ス
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
特
性
を
発
揮
し
う
る
領
域

が
あ
り
、
様
々
な
観
点
か
ら
比
較
検
討
を
行
う
と
、
そ
れ

ぞ
れ
メ
リ
ッ
ト
、
デ
メ
リ
ッ
ト
が
存
在
し
て
い
る
。
三
江

線
沿
線
地
域
に
お
い
て
望
ま
し
い
地
域
公
共
交
通
の
あ
り

方
は
、
こ
れ
ま
で
の
経
過
報
告
書
の
内
容
や
今
回
の
比
較

検
討
結
果
を
参
考
に
、
持
続
可
能
性
と
い
う
観
点
か
ら
、

最
終
的
な
判
断
を
導
き
出
す
こ
と
が
重
要
」
と
さ
れ
ま
し

た
。【
巻
末
資
料
１ 

Ｐ
27
】

　

経
過
報
告
の
結
果
、
期
成
同
盟
会
は
「
住
民
報
告
会
等

を
行
い
な
が
ら
、期
成
同
盟
会
と
し
て
検
討
、協
議
を
行
い
、

慎
重
に
判
断
す
る
。
引
き
続
き
Ｊ
Ｒ
の
路
線
と
し
て
Ｊ
Ｒ

三
江
線
の
存
続
の
可
能
性
を
求
め
て
い
く
。
両
県
選
出
の

国
会
議
員
、
Ｊ
Ｒ
西
日
本
へ
Ｊ
Ｒ
三
江
線
の
存
続
に
向
け
、

要
望
・
支
援
を
要
請
し
て
い
く
」
こ
と
を
決
定
し
た
模
様

で
す
。

　

こ
の
決
定
に
従
い
、
８
月
１
日
、
沿
線
６
市
町
の
首
長

は
再
び
Ｊ
Ｒ
西
日
本
本
社
に
赴
き
、
６
月
に
新
た
に
着
任

し
た
来
島
社
長
と
の
意
見
交
換
を
行
い
ま
し
た
。

　

来
島
社
長
は
、
こ
の
意
見
交
換
の
中
で
、
２
０
１
６
年

９
月
１
日
に
開
催
の
「
三
江
線
改
良
利
用
促
進
期
成
同
盟

会
」
臨
時
総
会
に
お
い
て
、
鉄
道
事
業
を
存
続
す
る
三
江

線
の
存
続
要
望
に
対
す
る
回
答
を
改
め
て
行
う
こ
と
を
明

ら
か
に
し
ま
し
た
。【
図
17
】

【図15】

2016  
 

	  
JR  

 
2016  

 

 
 

5000  
30 40  

 
2016 6  

 

1.2 1.9  
8.2

2016 4 22

 
2016 6 10

【図16】

【図17】
中国新聞
2016年9月2日（金）

集落が集まっている地域
を経由しバス停を設置

江津市

三次市

川本町

美郷町

フリー乗降区間を設定

重複バスの解消

○新交通プランの主なポイント
ニーズ調査で明らかになった「自宅と目的地（病院等）を柔軟にタイム
リーに結ぶ交通サービス」の提供を目指す
■ 住民のニーズや移動実態に応じた路線設定
・直通ルートに加え、住民の移動実態に応じて系統を設定、きめこまやかな
ダイヤを可能に

・拠点（目的地）となるエリアでは主要な施設を経由（周回）
・駅よりも自宅により近い乗車ポイントを設定
①駅よりきめ細かくバス停を設置
②住居の立地状況や道路事情等を踏まえ、フリー乗降区間を設定

■ 外出目的に合致したダイヤ設定
・ 直通性や一定の運転間隔を確保し、更に現行の鉄道ダイヤにとらわれない、
主要目的地の利用に便利な時間帯に設定

■ 地域住民が利用しやすいシステムの提供
・ 快適な待合空間の提供
・ バスロケーションシステムや 活用等利便性の高いシステムの導入 など

江津済生会病院 

地域の拠点となる
エリアでは主要施設を経由
地域の拠点となる
エリアでは主要施設を経由

江津工業高校 

道の駅インフォメーション
センターかわもと 

島根中央高校 
ゴールデン 

ユートピアおおち 

大和診療所 

新交通プラン
によるルート

市町が運営す
る 次交通

凡例 

サングリーン 

新交通プランのイメージ

１７ 

1
三
江
線
に
つ
い
て
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中
央
本
部
は
臨
時
総
会
に
先
立
ち
、
新
聞
報
道
等
を
基

に
本
社
に
対
し
て
急
遽
申
し
入
れ
を
行
い
、
８
月
26
日
に

会
社
と
交
渉
を
行
い
ま
し
た
。【
図
18
】

　

９
月
１
日
、
会
社
は
期
成
同
盟
会
総
会
に
お
い
て
、
三

江
線
が
鉄
道
の
特
性
が
発
揮
で
き
て
い
な
い
こ
と
、
地
域

の
ニ
ー
ズ
に
合
致
し
て
い
な
い
こ
と
な
ど
の
認
識
の
う
え

に
、
鉄
道
事
業
を
存
続
す
る
こ
と
を
断
念
し
、
月
内
に
廃

止
届
出
を
行
う
意
向
を
明
ら
か
に
し
ま
し
た
。

　

こ
の
廃
止
表
明
に
つ
い
て
、「
Ｊ
Ｒ
西
日
本
と
沿
線
自
治

体
が
連
携
し
て
進
め
て
き
た
７
年
前
か
ら
の
活
性
化
事
業

を
経
て
、
利
用
状
況
、
利
用
ニ
ー
ズ
、
安
全
問
題
等
の
実

態
と
課
題
の
分
析
を
経
て
、
地
域
と
の
議
論
を
重
ね
た
う

え
で
の
最
終
判
断
で
あ
る
と
認
識
し
、
鉄
道
と
し
て
の
存

続
の
可
能
性
を
含
め
た
検
討
を
求
め
て
き
た
こ
と
か
ら
す

れ
ば
残
念
で
は
あ
る
が
、
こ
の
間
の
経
過
や
現
状
を
踏
ま

【図18】
1
三
江
線
に
つ
い
て

え
る
と
、
今
回
の
判
断
に
つ
い
て
は
受
け
止
め
ざ
る
を
得

な
い
」
と
の
主
旨
の
Ｊ
Ｒ
西
労
組
見
解
を
発
表
し
ま
し
た
。

ま
た
、
期
成
同
盟
会
も
23
日
に
臨
時
総
会
を
開
催
し
、
鉄

路
と
し
て
の
存
続
を
断
念
す
る
こ
と
を
決
定
し
ま
し
た
。

　

９
月
16
日
、
20
日
に
行
わ
れ
た
石
見
支
部
職
場
集
会
に

は
中
央
本
部
も
参
加
し
、
当
該
職
場
で
働
く
組
合
員
の
声

に
耳
を
傾
け
ま
し
た
。

　

組
合
員
か
ら
は
、
廃
止
表
明
と
い
う
事
実
を
踏
ま
え
、

会
社
へ
の
不
信
感
を
あ
ら
わ
に
す
る
声
や
、
国
鉄
末
期
の

よ
う
な
雇
用
不
安
は
決
し
て
起
こ
さ
な
い
よ
う
切
実
に
願

う
声
、
さ
ら
に
は
廃
止
表
明
後
の
多
客
対
応
に
つ
い
て
安

全
運
行
上
の
不
安
を
感
じ
る
な
ど
の
様
々
な
声
が
噴
出
し

ま
し
た
。
ま
た
、
そ
れ
ら
の
声
を
踏
ま
え
、
９
月
28
日
に

再
度
交
渉
を
実
施
し
ま
し
た
。【
図
19
】

　

交
渉
で
は
、「
三
江
線
廃
止
表
明
に
至
っ
た
経
過
と
考
え

方
」、「
廃
止
に
向
け
た
行
程
」、「
新
交
通
プ
ラ
ン
へ
の
関

わ
り
と
初
期
投
資
の
負
担
に
対
す
る
考
え
方
」、「
組
合
員

の
労
働
条
件
」、「
前
広
な
説
明
の
要
請
」
な
ど
に
つ
い
て

議
論
し
ま
し
た
。

　

会
社
か
ら
は
「
雇
用
不
安
は
招
か
な
い
」、「
引
き
続
き

丁
寧
な
対
応
を
行
な
う
」
な
ど
の
回
答
が
あ
り
ま
し
た
。

　

特
に
、
廃
止
期
日
に
つ
い
て
は
廃
止
届
の
提
出
か
ら
原

則
１
年
で
あ
る
と
こ
ろ
、
バ
ス
輸
送
に
ス
ム
ー
ズ
に
移
行

す
る
ま
で
し
っ
か
り
と
鉄
道
に
よ
る
移
動
手
段
を
確
保
す

る
よ
う
求
め
ま
し
た
。
こ
の
件
に
つ
い
て
は
、
会
社
も
組

合
か
ら
の
強
い
要
望
と
し
て
受
け
止
め
、
地
元
か
ら
の
強

い
要
望
も
あ
り
、
廃
止
届
の
提
出
か
ら
１
年
半
後
の

２
０
１
８
年
４
月
１
日
と
な
り
ま
し
た
。【
図
20
】【
図
21
】
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1
三
江
線
に
つ
い
て

【図20】【図21】

・ 2016年9月30日、ＪＲ西は 
　三江線の廃止届を提出	
 

・ 廃止期日は2018年4月1日	

山陰中央新聞 
2016年9月2日	

【廃止理由��
①拠点間を大量に輸送するとの鉄道の特性を発揮できていない�
�

��い����な�の�����に鉄道が���ていない�
�

③5年間の取組みにも関わらず利用者減少に歯止めがかからない�
�

��������の����

【図19】

・ 鉄道としての存続の可能性を含めた検討を求めてきたことから 
　すれば、廃止は残念 
・ この間の経過や現状を踏まえると、今回の判断については 
　受け止めざるを得ない。 
・ 今後は、地域との合意のもと、地域に最も適した持続可能な 
　公共交通を築くことが求められる。 

9 16 20  
9 28  

9 30 JR  
2018

9 1 JR JR

 
2016 9 29

- 

ＪＲ西労組 	 	 	 	 	 	 	 No.１１	 	 ２０１６年９月３０日	 

	 	 業務速報 	 

三江線鉄道事業廃止表明について経小で議論する	 

９月１日に開催された「三江線改良利用促進期成同盟会」臨時総会において、ＪＲ西日本は、三江線

が鉄道の特性が発揮できていないこと、地域のニーズに合致していないことなどの認識のうえに、鉄道

事業を存続することを断念し、月内に廃止届出を行うとの見解を明らかにしました。このことについて

申し入れを行い会社と議論しました。	 

なお、内容については経営協議会小委員会での議論であり、原則非公開ではありますが、以下の内容

で議論を行ったことについて、双方合意のうえで公開としています。	 

◆会社回答	 

申 し 入 れ （ 上 段 ） ／ 回 答 （ 下 段 ）	 

１.三江線廃止を表明するに至ったこれまでの経過と考え方を明らかにされたい。	 

・平成 27 年 10 月、当社は「持続可能な公共交通の実現に向けた検討」を沿線市町の皆様へ申し入れ、

その後、三江線改良利用促進期成同盟会との協議及び住民説明会等を経て平成 28 年２月に設置さ

れた「検討会議」において、時間をかけ真摯な議論と検討を重ねてきたところである。	 

・平成 28 年６月、10 回に亘る検討会議の議論に関する報告書が完成し、７月 18 日の期成同盟会総

会にて報告・承認された。	 

・当社は地元の皆様と議論して作成された報告書を踏まえ、三江線について以下の考え方を改めて確

認した。	 

①三江線はエリア内の短区間の流動が大宗を占め、且つ僅少な輸送密度を踏まえると「拠点間を大量

に輸送する」という鉄道の特性を発揮できていないこと。	 

②通院、買物等の市町内で完結する少量且つ多様な移動が、この地域の移動実態であり、輸送モード

として鉄道が地域のニーズに合致していないこと。	 

③三江線活性化協議会において、５ヵ年の取組みにもかかわらず、利用者の減少に歯止めがかかって

いないこと。	 

④三江線において過去 10 年において平成 18 年と 25 年の二度に亘り大規模な自然災害が発生した。

更には強雨発生回数の増加傾向をはじめとする自然災害リスクの高まりは当線区においても無関

係でなく、バスにて代替可能な鉄道に対し、被災と復旧の繰り返しは社会経済的に合理的でないこ

と。	 

・こうした４つの理由を踏まえ、三江線の第一種鉄道事業を廃止するとの判断に至ったものである。	 

【組合】社長インタビューの新聞記事で、「すぐに廃止を考えている路線はない。しかし、何十年

もこのままでよいというものでもない。」との発言が掲載されていたが、今後もこの４項

目が一定の指標になるのか。	 

［会社］その通りである。	 

【組合】エリア内での流動にとどまらないためには、観光列車の設定などでエリア外からのお客様

を増やす必要があるのではないか。	 

［会社］まず、地元に問題意識を持ってもらうことが必要である。公共交通網形成計画に鉄道が含

まれている自治体はごくわずかである。地域に鉄道が必要とされていることが重要である。	 

【組合】輸送密度 4,000 人以下というのが基準とされているが、根拠はあるのか。	 

［会社］国鉄当時の検討で、バスによる輸送と比べた際、バスによる輸送が可能でかつ適当である

とされたのが、輸送密度 4,000 人という基準である。あくまで国鉄当時の基準であって、

現在そのまま当てはめるかどうかは別の話である。	 

発行責任者	 ＪＲ西労組	 政策調査部	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 宮野	 勇馬	 

	 

- 

２.	 三江線廃止に向けた今後のスケジュールを明らかにされたい。	 

・第一種鉄道事業の廃止届出を、平成 28 年９月末日までに行う予定である。	 

３.	 三江線廃止後の新たな交通プランに対して、どのような形で地域と関わっていくのかを明らかに

されたい。また、初期投資等の負担を表明しているが、具体的に明らかにされたい。	 

・鉄道廃止後の代替交通については地元にて議論・検討するものとされている。一方、今後の地域

交通の計画策については当社もこの地域で公共交通を担ってきた事業者の立場として、地元と一

緒に関わらせて頂きたいと考えている。	 

・当社は地域にとって本当に良いプランを実現したいとの思いから、新たな交通プランの立ち上げ

と、それが軌道に乗るために一定の役割を果たしていく所存であり、具体的には新プラン策定へ

の協力に併せ、初期投資費用の全額と一定期間の運営費用を負担する考えであり、今後具体的に

地元の皆様と協議を進めていきたいと考えている。	 

【組合】廃止の日までに大きな災害が起きれば、復旧せずにそのまま廃止ということもあるのか。	 

［会社］ないとは言い切れないが、それが前提ではない。	 

【組合】新聞報道によれば、９月 30 日に廃止届を提出するようだが、廃止届には廃止の日をいつと

記入するのか。	 

［会社］具体的な日にちを記入するが、期成同盟会からの要望もあり、現在検討中である。	 

【組合】地域公共交通活性化再生法に基づく扱いにし、国から補助金を受け取る仕組みにするのか。	 

［会社］基本的には自治体が考えることだが、その方向である。	 

【組合】ＪＲも新たな交通プランの策定協議に参加するのか。	 

［会社］主体となるのは市町であると認識しているが、積極的に関わっていく。	 

【組合】廃止日は届け出から１年後が基本とのことだが、バスによる輸送にスムーズに移行するま

で、しっかりと鉄道の輸送を確保すること。	 

［会社］期成同盟会からは、地域公共交通活性化再生法に基づくマスタープラン（基本計画）とな

る地域公共交通網形成計画と地域公共交通再編実施計画の策定には、約１年半かかるとの

要望があった。これは当社の見通しと大きく異なるものではない。廃止日については、慎

重に検討する。貴側から強い要望があったことは受け止めておく。	 

【組合】廃止日までにバスによる輸送体系が整わなかった場合は、廃止日を延長することで良いか。	 

［会社］廃止日までに、バスによる輸送体系は整うものと認識している。	 

【組合】バス会社はどのように決まっていくのか。中国ジェイアールバスは候補のひとつか。	 

［会社］まだ何も決まっていない。計画の策定過程の中で決まっていくものと認識している。	 

【組合】「一定期間の運営費用を負担する」とのことだが、一定期間とはどれくらいか。	 

［会社］決まったものはない。合理性を前提に検討し、協議を行っていく。	 

４.	 三江線廃止後のＪＲ西労組組合員の労働条件等において不利益な取り扱いとならないよう配慮さ

れたい。	 

・社員の労働条件等については、就業規則等に基づき適切に取り扱っていくこととなる。	 

【組合】雇用の確保は大前提である。組合員は転勤に対する不安を持っている。なるべく多くの組

合員が浜田の地で仕事を続けられるよう、業務を浜田に残すこと。	 

［会社］これまで国鉄破綻の二の舞にならないよう業務運営を行ってきた。雇用不安を招かないと

いうスタンスは、今後も堅持する。一方で、西日本全体としての雇用を守っていく必要が

あるため、事業の見直しに伴う最低限の転勤は今後もありえる。組合員の生活設計を考慮

しながら、慎重に検討していきたい。	 

【組合】大規模・広域での転勤は、雇用を守ったとは言えないのではないか。	 

［会社］地元で働きたいという気持ちは理解するが、活躍の幅や視野を広げる意味でも、一定程度

の転勤があるのはご理解いただきたい。	 

【組合】臨時列車の運行などで、波動の体制をとるのか。	 

［会社］現行体制の範囲で適切に対応していく。	 

【組合】多客対応や沿線整備など、必要な安全投資は最後まで行うこと。	 

［会社］必要な対策は最後まで行っていく。	 

- 

５.ＪＲ西労組組合員に対して、今回の廃止表明を含め今後のスケジュールや廃止後の労働条件等につ

いては、前広に丁寧に説明されたい。	 

・三江線に関するこれまでの取組み及び現状について社員の正確かつ共通の認識を図るため、報告書

公表の節目を捉え社員への周知を行ってきたところである。	 

・意思表示後においても三江線に関する社員説明会を開催し、米子支社長より三江線の現状を説明及

び質疑応答を行ったところである。	 

・なお、廃止後の労働条件については、必要により地方で説明を行う考えであり、引き続き丁寧に進

めてまいりたい。	 

【組合】今回、支社長からの説明日程が設けられ、当日出席できなかった組合員にはＤＶＤの視聴

機会が設けられたが、ＤＶＤの音質が悪く、言葉が聞き取りにくいとの声が上がった。ま

た、現場長からの説明もなかった。今後も丁寧な対応を求める。	 

［会社］今後も丁寧な対応を行う。	 

【組合】今後のプレス発表等については、どのように組合員に周知されるのか。	 

［会社］掲示板などを活用して、なるべく早く周知できる体制を整える。	 

【組合】廃止までの日が長く、その間多客対応や安全対策に多くの労苦がかかることが懸念される。

しっかりと、前広に対応すること。	 

［会社］現場長との間のコミュニケーションで解決できることも多いと考えている。必要な対策に

ついては、しっかりと行っていく。	 

以上	 
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西
労
組
が
地
域
と
関
わ
り
、
地
域
の
活
性
化
に
本
格
的

に
取
り
組
む
よ
う
に
な
っ
た
き
っ
か
け
は
１
９
９
８
年
の

広
島
県
の
可
部
線
の
一
部
廃
線
問
題
に
さ
か
の
ぼ
り
ま
す
。

可
部
線
の
可
部
―
三
段
峡
区
間
は
輸
送
人
員
が
少
な
く
、

１
９
９
８
年
４
月
、
会
社
は
路
線
の
一
部
を
廃
止
し
、
バ

ス
へ
の
転
換
を
図
る
報
道
が
な
さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
Ｊ
Ｒ
西
労
組
は
、
こ
れ
ま
で
懸
命
に

地
方
路
線
の
存
続
や
発
展
に
頑
張
っ
て
き
た
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
地
域
の
理
解
を
求
め
る
努
力
や
、
利
用
促
進
を
通

じ
て
存
続
を
模
索
す
る
な
ど
の
取
り
組
み
も
な
く
、
一
方

的
な
経
営
視
点
に
も
と
づ
い
て
地
方
路
線
を
廃
止
し
よ
う

と
す
る
会
社
の
判
断
に
異
を
唱
え
ま
し
た
。

　

会
社
が
正
式
に
バ
ス
転
換
を
発
表
し
た
９
月
、
Ｊ
Ｒ
西

労
組
中
央
本
部
は
、
沿
線
１
市
４
町
で
構
成
す
る
「
Ｊ
Ｒ

可
部
線
対
策
協
議
会
」
代
表
19
名
と
大
阪
弥
生
会
館
に
て

意
見
交
換
会
を
開
催
す
る
と
と
も
に
、
Ｊ
Ｒ
西
日
本
に
対

し
て
陳
情
を
行
い
ま
し
た
。
こ
の
会
に
は
、
亀
井
静
香
衆

議
院
議
員
、
亀
井
郁
夫
参
議
院
議
員
、
萩
原
広
島
市
助
役
、

野
上
戸
河
内
町
長
、
小
田
筒
賀
村
長
も
出
席
し
ま
し
た
。

　

同
年
11
月
に
は
、
Ｊ
Ｒ
西
労
組
が
「
三
段
峡
ハ
イ
キ
ン

グ
号
」
を
利
用
し
、
イ
ベ
ン
ト
を
開
催
し
ま
し
た
。
こ
の

イ
ベ
ン
ト
に
は
１
２
３
名
が
参
加
し
、
野
上
戸
河
内
町
長

も
挨
拶
に
駆
け
つ
け
ま
し
た
。

　

１
９
９
９
年
に
は
「
活
か
そ
う
・
研
こ
う
・
地
域
の
鉄
道
」

を
テ
ー
マ
に
政
策
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
開
催
す
る
と
と
も
に
、

組
合
員
・
家
族
に
対
し
て
ア
イ
デ
ア
募
集
を
行
っ
た
り
、

各
エ
リ
ア
に
お
い
て
も
、
政
策
委
員
会
や
地
域
活
性
化
検

討
委
員
会
の
開
催
や
ア
ン
ケ
ー
ト
活
動
を
行
っ
た
り
す
る

な
ど
、
多
く
の
組
合
員
に
地
域
と
の
共
生
・
発
展
へ
の
認

識
の
共
有
に
取
り
組
ん
で
き
ま
し
た
。

　

可
部
線
の
廃
線
問
題
に
お
い
て
は
、
Ｊ
Ｒ
西
労
組
と
し

て
も
、
組
合
員
や
そ
の
家
族
に
対
し
て
、
観
光
名
所
へ
の

ハ
イ
キ
ン
グ
な
ど
を
呼
び
か
け
、「
乗
っ
て
残
そ
う
運
動
」

を
展
開
し
ま
し
た
。
可
部
線
乗
車
ツ
ア
ー
、
映
画
祭
、
駅

伝
大
会
な
ど
60
回
以
上
の
利
用
促
進
イ
ベ
ン
ト
に
も
地
元

と
と
も
に
取
り
組
ん
で
き
ま
し
た
。
地
元
自
治
体
に
お
い

て
も
、
対
策
協
議
会
な
ど
が
設
置
さ
れ
、
関
係
省
庁
や
会

社
へ
の
存
続
陳
情
を
は
じ
め
、
自
治
体
の
運
賃
助
成
や
無

料
送
迎
バ
ス
の
運
行
な
ど
「
地
域
と
鉄
道
の
再
生
運
動
」

は
盛
り
上
が
り
を
見
せ
ま
し
た
。

　

会
社
は
、
こ
う
し
た
動
き
を
踏
ま
え
、
２
０
０
０
年
11

月
１
日
か
ら
の
１
０
４
日
間
、
増
便
試
行
（
社
会
実
験
）

を
実
施
し
、「
利
用
状
況
を
見
極
め
、
一
定
水
準
に
達
し
な

い
場
合
は
バ
ス
転
換
も
含
め
最
終
判
断
し
た
い
」
と
の
見

解
を
明
ら
か
に
し
ま
し
た
。
目
標
の
水
準
と
し
て
は
、
国

鉄
時
代
の
輸
送
密
度
８
０
０
人
（
１
９
９
９
年
時
点
の
輸

送
密
度
は
４
２
１
人
）
が
示
さ
れ
ま
し
た
。

　

増
便
試
行
期
間
中
に
は
、
Ｊ
Ｒ
西
労
組
も
臨
時
列
車
を

運
行
し
、「
可
部
線
体
験
ツ
ア
ー
」
を
実
施
す
る
な
ど
、
地

元
と
一
体
と
な
っ
た
運
動
を
展
開
し
ま
し
た
。

　

２
０
０
１
年
２
月
に
増
便
試
行
は
終
了
し
、
３
月
に
は

Ｊ
Ｒ
西
労
組
が
経
営
協
議
会
を
開
催
し
ま
し
た
。
そ
こ
で

は
、
試
行
期
間
の
輸
送
密
度
が
７
５
９
人
で
あ
っ
た
こ
と

が
報
告
さ
れ
、
４
月
か
ら
さ
ら
に
１
年
間
の
利
用
動
向
を

見
極
め
る
と
の
見
解
が
示
さ
れ
ま
し
た
。

　

４
月
か
ら
は
第
２
次
の
増
便
試
行
が
実
施
さ
れ
、
期
間

は
１
年
間
と
さ
れ
ま
し
た
。
Ｊ
Ｒ
西
労
組
中
央
本
部
と
広

島
地
本
は
合
同
で
、
４
月
21
日
と
11
月
15
日
の
二
回
に
わ

た
り
、「
Ｊ
Ｒ
可
部
線
活
性
化
、
Ｊ
Ｒ
西
労
組
・
自
治
体
意

見
交
換
会
」
を
ホ

テ
ル
グ
ラ
ン
ヴ
ィ

ア
広
島
に
て
開
催

し
ま
し
た
。
こ
の

意
見
交
換
会
に

は
、
亀
井
参
議
院

議
員
、
増
原
衆
議

院
議
員
、
織
田
広

島
市
助
役
、
戸
河

内
町
長
、
加
計
町

長
、
筒
賀
村
長
も

参
加
し
、
地
域
の

公
共
交
通
と
し
て

可
部
線
を
守
る
た

め
の
方
策
な
ど
が

議
論
さ
れ
ま
し

た
。

2
可
部
線
に
つ
い
て

可
部
～
三
段
峡
間
の
廃
止
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線
に
つ
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て

　

２
０
０
２
年
３
月
31
日
、
第
２
次
の
増
便
試
行
が
終
了

し
ま
し
た
。
５
月
27
日
、
Ｊ
Ｒ
西
日
本
は
「
可
部
線
対
策

協
議
会
」
に
対
し
、
１
年
間
の
第
２
次
試
行
期
間
の
輸
送

密
度
が
４
８
７
人
で
あ
っ
た
こ
と
を
説
明
し
、「
２
０
０
３

年
12
月
１
日
以
降
、
鉄
道
事
業
の
営
業
を
行
わ
な
い
」
と

の
見
解
を
示
し
ま
し
た
。
Ｊ
Ｒ
西
労
組
と
も
翌
28
日
に
経

営
協
議
会
を
開
催
し
ま
し
た
。

　

試
行
期
間
中
、
乗
客
が
増
え
た
の
は
土
曜
・
日
曜
日
に

運
転
さ
れ
た
広
島
駅
か
ら
の
臨
時
快
速
「
三
段
峡
観
光
号
」

だ
け
で
あ
り
、
残
念
な
が
ら
、
地
元
の
利
用
、
と
り
わ
け

重
視
さ
れ
て
い
た
定
期
利
用
客
は
ほ
と
ん
ど
増
え
る
こ
と

な
く
、
会
社
が
設
定
し
た
存
続
の
条
件
で
あ
る
輸
送
密
度

８
０
０
人
／
日
に
は
達
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

そ
の
後
、
地
元
自
治
体
を
中
心
と
す
る
第
三
セ
ク
タ
ー

へ
の
移
行
も
検
討
さ
れ
ま
し
た
が
、
２
０
０
２
年
11
月
22

日
、
可
部
線
対
策
協
議
会
も
断
念
す
る
こ
と
を
決
め
ま
し

た
。
会
社
は
同
年
11
月
29
日
に
廃
止
届
を
提
出
し
、
翌

２
０
０
３
年
11
月
30
日
、
廃
止
と
な
り
ま
し
た
。【
図
22
】

【
図
23
】

　

廃
止
後
も
廃
止
区
間
を
鉄
道
と
し
て
再
生
し
よ
う
と
い

う
動
き
が
あ
り
ま
し
た
。
１
９
９
４
年
夏
、
可
部
線
の
部

分
廃
止
が
具

体
化
す
る
以

前
か
ら
、
河

戸
駅
周
辺
の

亀
山
地
区
住

民
、
約
６
、

０
０
０
世
帯

は
「
可
部
駅
・

河
戸
駅
間
電

化
促
進
期
成

同
盟
会
」
を

結
成
し
、
電

化
延
伸
運
動

を
開
始
し
て

い
ま
し
た
。

１
９
９
６
年

９
月
に
は
、

地
元
自
治
会

を
中
心
に
３
７
７
世
帯
が
加
入
し
た
「
河
戸
地
区
ま
ち
づ

く
り
協
議
会
」
が
旗
揚
げ
し
ま
し
た
。

　

２
０
０
３
年
の
部
分
廃
線
の
際
に
も
、
廃
線
こ
そ
免
れ

な
か
っ
た
も
の
の
、
可
部
駅
―
河
戸
駅
間
に
関
し
て
は
Ｊ

Ｒ
西
日
本
と
広
島
市
の
間
で
「
工
事
費
用
を
全
額
地
元
負

担
と
し
、
市
か
ら
電
化
延
伸
の
協
議
が
あ
れ
ば
応
じ
る
」

と
の
協
定
が
結
ば
れ
、
線
路
設
備
は
そ
の
ま
ま
残
さ
れ
ま

し
た
。

　

２
０
０
７
年
に
は
可
部
線
延
伸
の
大
き
な
き
っ
か
け
と

な
る
「
地
域
公
共
交
通
活
性
化
及
び
再
生
に
関
す
る
法
律
」

が
施
行
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
法
律
で
は
、「
地
域
公
共
交
通

の
活
性
化
・
再
生
を
総
合
的
か
つ
効
率
的
に
推
進
す
る
こ

と
を
目
的
と
し
、
地
方
自
治
体
が
鉄
道
事
業
者
と
連
携
し

て
、
新
線
建
設
や
鉄
道
の
輸
送
改
善
に
取
り
組
む
こ
と
が

で
き
る
仕
組
み
」
が
整
え
ら
れ
ま
し
た
。【
巻
末
資
料
２ 

Ｐ
33
】

　

広
島
市
で
は
、
こ
の
制
度
の
活
用
を
視
野
に
入
れ
、

２
０
０
８
年
９
月
に
は
、「
可
部
線
活
性
化
調
査
」
が
国
の

補
助
対
象
に
選
ば
れ
、
計
画
が
具
体
化
し
ま
し
た
。「
Ｊ
Ｒ

可
部
線
活
性
化
協
議
会
」
が
設
置
さ
れ
、
広
島
市
・
Ｊ
Ｒ

西
日
本
の
ほ
か
、
バ
ス
会
社
や
オ
ブ
サ
ー
バ
ー
と
し
て
国

土
交
通
省
が
参
加
し
ま
し
た
。
２
０
０
９
年
12
月
に
は
、

活
性
化
素
案
に
電
化
延
伸
を
盛
り
込
む
意
向
が
明
ら
か
に

さ
れ
、２
０
１
０
年
に
は「
Ｊ
Ｒ
可
部
線
活
性
化
連
携
計
画
」

を
策
定
し
ま
し
た
。

　

２
０
１
１
年
２
月
３
日
、
広
島
市
は
可
部
線
で
２
０
０ 

３
年
に
廃
止
さ
れ
た
区
間
の
う
ち
、
可
部
駅
か
ら
廃
止
区

間
に
あ
る
河
戸
駅
西
方
約
４
０
０
ｍ
付
近
に
設
置
さ
れ
る

予
定
の
新
駅
ま
で
の
約
２
km
を
、
電
化
し
て
復
活
さ
せ
る

こ
と
を
明
ら
か
に
し
ま
し
た
。
計
画
で
は
、
広
島
市
と
国

廃
止
後
の
動
き

【図23】

1998年に廃線の意向�
�
乗っ������の���
�
���線���������
������の������

2000年11月から４ヶ月間と、�
2001年4月から１年間の2度の�
増便社会実験を行った。�
�
目標乗車数に達せず、�
　2003年12月に��廃線�

【図22】

1998年����������会���������

�
1999年5��
�活���・���・地域�����
地域活性化をテーマに政策シンポジウム開催�

��員・������������
�地����活性化����活性化��
�
�����
　・政策委員会、地域活性化��委員会を開催�
　・地域活性������を���
　・���・������ン�ー�� 地域����・����

������
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2
可
部
線
に
つ
い
て

が
建
設
費
の
大
半
を
負
担
し
て
、
２
０
１
３
年
度
中
の
完

成
を
目
指
し
て
２
０
１
１
年
度
中
に
着
工
す
る
こ
と
と
さ

れ
ま
し
た
。

　

２
０
１
１
年
２
月
16
日
に
は
、
Ｊ
Ｒ
西
日
本
の
広
島
支

社
長
が
、
広
島
市
と
早
期
同
意
す
る
意
向
を
示
し
ま
し
た
。

【
図
24
】

　

延
伸
区
間
は
、
休
止
で
は
な
く
廃
止
さ
れ
て
い
る
た
め
、

延
伸
の
手
続
き
と
し
て
は
新
線
の
延
伸
と
い
う
形
式
が
と

ら
れ
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
新
た
に
設
置
さ
れ
る
線
路
に
つ

い
て
は
、
国
土
交
通
省
は
、
原
則
と
し
て
踏
切
の
設
置
を

認
め
な
い
方
針
を
と
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
の
背
景
と
な
る
の
が
、
２
０
０
２
年
に
施
行
さ
れ
た

「
鉄
道
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
を
定
め
る
省
令
」
で
す
。

省
令
の
第
39
条
に
は
、「
鉄
道
は
、
道
路
と
平
面
交
差
し
て

は
な
ら
な
い
」
と
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。

　

２
０
１
１
年
９
月
７
日
に
Ｊ
Ｒ
西
日
本
の
広
島
支
社
長

は
、
国
土
交
通
省
が
安
全
面
か
ら
新
線
へ
の
設
置
を
認
め

て
い
な
い
踏
切
を
、
住
民
の
要
望
で
３
カ
所
復
活
さ
せ
る

た
め
、
同
省
中
国
運
輸
局
と
の
調
整
が
必
要
と
な
っ
た
こ

と
、
線
路
な
ど
鉄
道
施
設
の
耐
久
性
の
問
題
な
ど
を
理
由

に
、
同
年
９
月
末
の
最
終
決
定
を
事
実
上
先
送
り
す
る
こ

と
を
明
ら
か
に
し
ま
し
た
。

　

国
土
交
通
省
は
踏
切
道
改
良
促
進
法
に
基
づ
き
「
鉄
道

の
新
線
建
設
に
あ
っ
て
は
、
原
則
と
し
て
道
路
と
の
立
体

交
差
化
を
進
め
る
も
の
と
す
る
」
と
の
方
針
か
ら
、
新
設

鉄
道
と
道
路
と
の
交
点
に
つ
い
て
は
高
架
化
あ
る
い
は
地

下
化
を
指
導
し
て
い
る
た
め
、
Ｊ
Ｒ
西
日
本
は
踏
切
の
全

廃
を
提
案
し
ま
し
た
。
し

か
し
、
住
民
は
「
生
活
道

路
が
遮
断
さ
れ
不
便
」
と

反
対
し
、
広
島
市
も
立
体

交
差
ま
で
事
業
化
す
る
こ

と
は
困
難
で
あ
っ
た
た

め
、
２
０
１
２
年
に
入
っ

て
も
踏
切
の
扱
い
を
め
ぐ

る
協
議
が
ま
と
ま
り
ま
せ

ん
で
し
た
。
同
年
１
月
18

日
に
広
島
市
は
ス
ケ

ジ
ュ
ー
ル
に
遅
れ
が
出
て

い
る
の
を
認
め
、
電
化
延

伸
工
事
の
２
０
１
１
年
度

内
着
工
が
困
難
と
な
り
、

完
成
が
遅
れ
る
可
能
性
が
出
て
き
た
こ
と
を
明
ら
か
に

し
ま
し
た
。

　

２
０
１
２
年
７
月
、
Ｊ
Ｒ
は
「
広
島
市
の
踏
切
整
備
案

に
国
と
地
元
が
同
意
す
る
」
こ
と
を
条
件
に
踏
切
案
に
譲

歩
し
ま
し
た
。
こ
れ
を
受
け
、
２
０
１
２
年
12
月
31
日
に
、

２
０
１
２
年
度
中
に
着
工
、
２
０
１
５
年
度
に
運
行
を
開

始
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
広
島
市
と
Ｊ
Ｒ
西
日
本
の
間
で

２
０
１
３
年
２
月
１
日
に
合
意
し
ま
し
た
。【
図
25
】 

【
図
26
】

発
覚
し
た
踏
切
問
題

【図25】

【図24】 中国新聞　2011年2月3日（木）
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可
部
線
に
つ
い
て

　

設
置
す
る
踏
切
３
箇
所
に
つ
い
て
は
、
１
箇
所
は
車
両

通
行
禁
止
と
す
る
こ
と
と
し
、
ま
た
１
箇
所
は
道
路
側
の

立
体
交
差
が
完
成
す
る
ま
で
の
暫
定
措
置
と
さ
れ
ま
し
た
。

「
鉄
道
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
を
定
め
る
省
令
」
第
39
条

に
は
、「
新
幹
線
又
は
新
幹
線
に
準
ず
る
速
度
で
運
転
す
る

鉄
道
以
外
の
鉄
道
で
あ
っ
て
、
鉄
道
及
び
こ
れ
と
交
差
す

る
道
路
の
交
通
量
が
少
な
い
場
合
又
は
地
形
上
等
の
理
由

に
よ
り
や
む
を
得
な
い
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。」
と

す
る
例
外
規
定
が
あ
り
、
こ
れ
を
適
用
し
た
も
の
と
思
わ

れ
ま
す
。

　
「
道
路
法
」
に
お
い
て
も
、
第
31
条
で
「
当
該
道
路
の
交

通
量
又
は
当
該
鉄
道
の
運
転
回
数
が
少
な
い
場
合
、
地
形

上
や
む
を
得
な
い
場
合
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
場
合
を
除

く
ほ
か
、
当
該
交
差
の
方
式
は
、
立
体
交
差
と
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。」
と
規
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
こ
と

か
ら
考
え
れ
ば
、
可
部
線
の
新
設
踏
切
は
、「
運
転
回
数
が

少
な
く
、
地
形
上
や
む
を
得
な
い
」
も
の
と
解
釈
さ
れ
た

も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

延
伸
に
か
か
る
総
事
業
費
は
約
27
億
円
で
あ
り
、
国
か

ら
３
分
の
１
の
補
助
を
受
け
て
広
島
市
が
負
担
す
る
こ
と

と
さ
れ
ま
し
た
。
駅
舎
や
路
線
な
ど
は
広
島
市
が
整
備
し

所
有
し
、
Ｊ
Ｒ
西
日
本
は
運
行
や
保
線
経
費
を
受
け
持
つ

こ
と
で
、
２
０
１
５
年
（
平
成
27
年
）
３
月
の
ダ
イ
ヤ
改

正
時
が
開
業
目
標
と
さ
れ
ま
し
た
。

　

２
０
１
３
年
９
月
、
踏
切
に
関
す
る
調
整
に
時
間
が
掛

か
っ
た
こ
と
か
ら
、Ｊ
Ｒ
西
日
本
が
夏
に
行
う
予
定
で
あ
っ

た
国
土
交
通
省
へ
の
事
業
許
可
申
請
が
遅
れ
た
た
め
、

【図27】

延
伸
に
向
け
た
最
後
の
調
整

【図26】 中国新聞　2013年2月5日（火）中国新聞　2014年2月26日（水）
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可
部
線
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つ
い
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２
０
１
３
年
秋
か
ら
着
手
す
る
と
さ
れ
て
い
た
古
い
レ
ー

ル
の
撤
去
な
ど
も
遅
れ
、
開
業
は
当
初
予
定
か
ら
１
年
遅

れ
の
２
０
１
６
年
３
月
に
な
る
見
込
み
と
な
り
ま
し
た
。

そ
の
後
２
０
１
３
年
11
月
28
日
に
Ｊ
Ｒ
西
日
本
が
許
可
申

請
を
行
い
ま
し
た
。【
図
27
】【
図
28
】

　

２
０
１
４
年
（
平
成
26
年
）
２
月
25
日
、
Ｊ
Ｒ
西
日
本
が

鉄
道
事
業
許
可
を
取
得
し
ま
し
た
。
６
月
９
日
に
は
国
土

交
通
省
に
対
し
、
線
路
を
敷
き
直
し
、
電
化
し
た
う
え
で

駅
舎
な
ど
を
建
て
る
工
事
の
認
可
を
国
土
交
通
省
に
申
請

し
ま
し
た
。
同
年
９
月
に
は
工
事
が
開
始
さ
れ
、古
い
レ
ー

ル
の
撤
去
作
業
が
始
ま
り
ま
し
た
。
自
治
体
や
住
民
の
間

【図28】

【図29】

で
は
、
延
伸
に
向
け
た
期
待
が
高
ま
り

ま
し
た
。【
図
29
】

　

し
か
し
な
が
ら
、
広
島
市
に
よ
る
駅

建
設
用
地
取
得
の
手
続
き
に
お
い
て
、

地
権
者
毎
に
土
地
の
境
界
を
確
定
す
る

作
業
に
予
定
よ
り
時
間
が
か
か
り
、
予

定
し
て
い
た
２
０
１
４
年
内
の
用
地
取

得
が
半
年
ず
れ
込
む
こ
と
が
判
明
し
ま

し
た
。
こ
の
た
め
、
延
伸
開
業
が
さ
ら

に
２
０
１
７
年
春
へ
の
延
期
と
決
ま
り

ま
し
た
。【
図
30
】

【図30】

中国新聞　2014年6月10日（火）

中国新聞　2014年9月30日（火）中国新聞　2014年12月20日（土）
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線
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２
０
１
５
年
（
平
成
27
年
）
２
月
６
日
、
延
伸
区
間

の
駅
舎
の
設
計
が
ほ
ぼ
終
了
し
、
新
駅
と
延
伸
対
応
し
た

可
部
駅
の
イ
メ
ー
ジ
パ
ー
ス
が
発
表
さ
れ
ま
し
た
。

２
０
１
６
年
（
平
成
28
年
）
７
月
８
日
に
は
延
伸
区
間
に

新
設
す
る
中
間
駅
・
終
端
駅
の
駅
名
が
、
そ
れ
ぞ
れ
河
戸

帆
待
川
駅
、
あ
き
亀
山
駅
と
発
表
さ
れ
ま
し
た
。
同
年
10

月
７
日
に
は
レ
ー
ル
の
敷
設
工
事
が
完
了
し
、
年
内
を
目

処
に
試
運
転
を
始
め
る
見
通
し
が
示
さ
れ
ま
し
た
。
同
年

12
月
16
日
に
は
延
伸
区
間
の
開
業
日
が
２
０
１
７
年
３
月

４
日
と
発
表
さ
れ
ま
し
た
。【
図
31
】

　

地
元
の
期
待
が
高
ま
る
中
、
つ
い
に
２
０
１
７
年
３
月

４
日
、
可
部
駅
―
あ
き
亀
山
駅
間
が
延
伸
開
業
し
ま
し
た
。

開
業
日
に
は
、
多
く
の
歓
迎
イ
ベ
ン
ト
が
開
催
さ
れ
、
自

治
体
や
住
民
も
一
体
と
な
っ
て
延
伸
を
喜
び
ま
し
た
。様
々

な
紆
余
曲
折
を
経
ま

し
た
が
、
い
っ
た
ん

廃
止
さ
れ
た
Ｊ
Ｒ
の

路
線
が
復
活
す
る
と

い
う
、
全
国
で
初
め

て
の
事
例
と
な
り
ま

し
た
。【
図
32
】

【図31】【図32】

つ
い
に
延
伸
・
開
業
へ

中国新聞　2016年10月8日（土）朝日新聞　2017年3月5日（日）
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3
二
つ
の
事
例
か
ら
学
ぶ
こ
と
、今
な
す
べ
き
こ
と

　

こ
こ
ま
で
三
江
線
の
廃
止
と
可
部
線
の
一
部
廃
止
・
一

部
延
伸
に
つ
い
て
振
り
返
っ
て
き
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
例

か
ら
、
今
後
の
地
方
ロ
ー
カ
ル
線
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、

考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

背
景
と
し
て
は
、
２
０
０
０
年
３
月
に
行
わ
れ
た
鉄
道

事
業
法
の
改
正
が
あ
り
ま
す
。
改
正
前
は
、
廃
線
を
す
る

に
は
、「
認
可
」
を
受
け
る
必
要
が
あ
り
ま
し
た
が
、
改
正

に
よ
り
「
届
出
」
制
に
な
り
ま
し
た
。
法
律
上
は
、
１
年

前
に
届
出
を
出
せ
ば
ど
の
よ
う
な
路
線
で
あ
っ
て
も
廃
止

す
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

加
え
て
、
少
子
化
が
進
み
、
鉄
道
事
業
単
体
で
は
将
来

の
収
入
確
保
が
見
通
せ
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
こ
と
な
ど

が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
過
疎
化
・
ご
利
用
減
が
著
し
い
地
方

に
お
け
る
ロ
ー
カ
ル
線
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
Ｊ
Ｒ
各
社

は
真
剣
に
検
討
を
始
め
て
い
ま
す
。

　

４
月
６
日
に
毎
日
新
聞
に
掲
載
さ
れ
た
Ｊ
Ｒ
発
足
30
年

の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
記
事
の
中
に
お
い
て
も
、
来
島
社
長
は
、

利
用
者
の
少
な
い
地
方
の
路
線
に
つ
い
て
「
本
当
に
鉄
道

で
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
か
。
あ
る
べ
き
交
通
体
系
を
考

え
る
議
論
が
必
要
だ
」
と
述
べ
、「
輸
送
密
度
が
５
０
０
人

を
切
っ
て
い
る
路
線
で
は
、
あ
る
べ
き
交
通
体
系
を
議
論

す
る
必
要
が
あ
る
」
と
指
摘
し
て
い
ま
す
。

　

私
た
ち
Ｊ
Ｒ
西
労
組
と
し
て
、
会
社
の
提
案
を
受
け
て

か
ら
、
新
聞
報
道
が
あ
っ
て
か
ら
行
動
を
起
こ
す
の
で
は

な
く
、
企
画
提
案
運
動
と
し
て
、
一
歩
先
の
運
動
を
し
て

い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

何
よ
り
重
要
な
の
は
地
域
と
の
連
携
で
す
。
可
部
線
の

事
例
で
は
、
地
元
自
治
体
と
一
体
と
な
っ
て
意
見
交
換
会

や
イ
ベ
ン
ト
を
開
催
し
ま
し
た
。
三
江
線
の
事
例
で
も
、

活
性
化
協
議
会
を
通
じ
て
乗
客
の
増
に
努
め
ま
し
た
。
し

か
し
な
が
ら
、
ど
ち
ら
も
安
定
的
な
乗
客
の
増
に
つ
な
げ

る
こ
と
が
で
き
ず
、
廃
線
と
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

　

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
学
ぶ
べ
き
は
、「
乗
っ
て
残
そ
う
」

運
動
に
は
限
界
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
少
子
高
齢
化
、

沿
線
道
路
の
充
実
な
ど
に
よ
り
、
地
域
の
交
通
事
情
は
大

き
く
変
化
し
て
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
は
、

持
続
可
能
な
公
共
交
通
網
を
作
る
こ
と
が
、
地
域
の
振
興
・

活
性
化
に
つ
な
が
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

合
わ
せ
て
、
労
働
者
不
足
の
問
題
も
考
え
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。
地
方
ロ
ー
カ
ル
エ
リ
ア
の
公
共
交
通
網
を「
誰

が
」「
ど
の
よ
う
に
」
守
っ
て
い
く
の
か
、
地
方
自
治
体
と

一
体
と
な
っ
て
、
真
剣
に
考
え
る
時
期
が
来
て
い
ま
す
。

　

そ
れ
で
は
、
私
た
ち
が
今
で
き
る
こ
と
に
は
、
ど
の
よ

う
な
も
の
が
あ
る
で
し
ょ
う
か
。
ま
ず
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、

地
方
議
員
を
通
じ
た
自
治
体
と
の
懇
談
で
す
。
Ｊ
Ｒ
西
労

組
に
は
、
私
た
ち
の
仲
間
（
Ｏ
Ｂ
や
家
族
の
方
な
ど
）
で

あ
る
「
Ｊ
Ｒ
西
労
組
議
員
団
会
議
」
に
所
属
す
る
議
員
の

皆
様
が
い
ま
す
。
Ｊ
Ｒ
西
労
組
と
し
て
も
「
交
通
政
策
を

す
す
め
る
会
」
を
通
し
て
支
援
を
行
っ
て
お
り
、
こ
の
議

員
の
皆
様
を
通
し
て
関
係
自
治
体
と
の
意
見
交
換
会
を
進

め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。【
図
33
】

　

ま
た
、
Ｊ
Ｒ
連
合
・
Ｊ
Ｒ
西
労
組
の
代
表
と
し
て
、
府

県
連
合
・
地
協
や
交
運
労
協
の
役
員
と
な
り
、
そ
れ
ぞ
れ

の
地
元
に
密
着
し
た
地
域
政
策
の
実
現
や
組
織
対
策
な
ど

中
心
的
な
存
在
と
な
っ
て
活
躍
し
て
い
た
だ
い
て
い
る

方
々
が
約
２
０
０
名
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
こ
の
方
々
を

通
し
て
、
自
治
体
と
の
接
点
を
持
つ
こ
と
も
で
き
ま
す
。

　

三
日
月
前
衆
議
院
議
員
が
中
心
と
な
っ
て
２
０
１
３
年

に
成
立
し
た
「
交
通
政
策
基
本
法
」
で
大
き
く
変
わ
っ
た

の
は
、各
自
治
体
に「
地
域
の
公
共
交
通
を
考
え
る
担
当
者
」

が
で
き
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
の
担
当
者
を
通
じ
て
、

Ｊ
Ｒ
の
窮
状
を
訴
え
、
認
識
（
危
機
感
）
を
共
有
す
る
こ

と
が
大
き
な
一
歩
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、
自
治
体
に
よ
っ

て
は
、「
○
○
線
活
性
化
協
議
会
」
な
ど
の
名
称
で
、
法
律

に
基
づ
く「
協
議
会
」が
設
置
し
て
あ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

そ
の
よ
う
な
協
議
会
が
設
置
し
て
あ
れ
ば
、
そ
の
協
議
会

の
メ
ン
バ
ー
に
加
え
て
も
ら
う
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。
実
際
の
と
こ
ろ
、
会
社
が
メ
ン
バ
ー
に
入
っ
て

い
る
協
議
会
は
多
く
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
重
要
な
の
は
、

労
働
組
合
と
し
て
、
日
々
お
客
様
に
接
し
て
い
る
も
の
の

代
表
と
し
て
、
協
議
会
に
参
加
す
る
こ
と
で
す
。

　

昨
年
開
催
し
た
政
策
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
お
い
て
も
、
パ

ネ
リ
ス
ト
と
し
て
参
加
し
た
加
藤
准
教
授
（
名
古
屋
大
学 

環
境
学
研
究
科 

都
市
環
境
学
専
攻
）
か
ら
、「
会
社
だ
け

で
は
な
く
、
労
働
組
合
と
し
て
、
働
く
者
の
代
表
と
し
て

協
議
会
な
ど
に
参
加
す
る
こ
と
が
必
要
だ
」
と
の
強
い
ア

ド
バ
イ
ス
を
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

　

労
働
組
合
と
し
て
、
法
定
協
議
会
の
メ
ン
バ
ー
と
し
て

加
わ
る
こ
と
を
一
つ
の
目
標
に
、
ま
ず
は
議
員
を
通
し
た

自
治
体
訪
問
か
ら
、
行
動
を
起
こ
し
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

3
二
つ
の
事
例
か
ら
学
ぶ
こ
と
、今
な
す
べ
き
こ
と

何
よ
り
重
要
な
地
域
と
の
連
携

私
た
ち
が
今
な
す
べ
き
こ
と
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3
二
つ
の
事
例
か
ら
学
ぶ
こ
と
、今
な
す
べ
き
こ
と

【図33】　交通政策をすすめる会　議員紹介

【
参

考
】　

区
間

別
平

均
通

過
人

員
お

よ
び

旅
客

運
輸

収
入（

平
成

27年
度

）
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3
二
つ
の
事
例
か
ら
学
ぶ
こ
と
、今
な
す
べ
き
こ
と

「
デ

ー
タ

で
見

る
JR

西
日

本
2016」よ

り
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表紙で振り返る25年
　政策調査機関誌「Ｓａｙ-ｃｈｏ」は、1992年７月に創刊号が発行されました。当時の矢後希悦初代委員長は、創刊にあ
たって次のような所感を掲載しています。
　「私たちは、統一結成大会の運動方針で、労使関係を『対立と協力』と位置付け、経営参加路線を目指すことを決定い
たしました。（中略）そして、その協力の場面においても、会社の施策を鵜呑みにするのではなく、それぞれの施策に対す
る検証を行って労働組合のチェック機能を働かせるとともに、最終的には、さらに労働組合の能力アップをし、会社に対
し労働組合から施策提示できるところまで目指したいものだと考えています。」
　創刊号では、労使トップ対談として、当時の井手正敬社長と矢後委員長の対談が特集されています。「労働運動は『西』
が牽引車」「早期株式上場を」「会社の将来にとって旅行業、関連事業の発展が不可欠」「高齢者対策は労使の課題」な
どの内容でした。
　編集後記では、「Ｓａｙ－ｃｈｏ」に込められた編集責任者、酒井俊臣氏の思いが綴られています。政策・調査の「政・
調」、「成長」の他に、「ＳＡＹ」には「色々と物を申して行こう」という思いを込めたとのことです。
　以降、毎年数回の発行が続き、今号で44号となりました。今後も企画提案運動を創り上げるうえで必要な情報を提供し
ていきます。ご活用のほど、よろしくお願いいたします。

1992年
7月

No.1

創刊に当たって
《労使トップ対談》
第二の創業期、民主化運動
を担う！

JR西日本、発足５年の軌跡

　

1992年
11月

No.2

時短について考えよう！
「労働時間短縮に関する組
合員意識調査」詳報

　

1993年
2月

No.3

JR連合第１回賃金実態調査報告！
これがJR西日本の賃金事情
だ！（その1）

　

1993年
7月

No.4

みつめ直そう！ 私たちの運動論
「管理業務担当者アンケート」
集約

　

1993年
11月

No.5

純民間労組に学ぶ
−今、こんなことを考えています！−

昇格実態調査報告 　

1994年
2月

No.6

新春労使対談 今が時代の転換期
これから如何に働くか？

「総合意識調査」速報！

　

1994年
7月

No.7

民間労組に学ぶ 第2弾
「総合意識調査」続報！
「都市圏」対「町村」（住宅問題）
など

　

1994年
11月

No.8

上場間近 株式の『そこが知りたい』
新生JR西労組３周年
我々の勝ちとってきたもの
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1995年
3月

No.9

どうなってんねん年金
年金制度の変更点と鉄道共
済の現状

『'94 賃金実態・ゆとり豊か
さ調査』速報！

　

1995年
7月

No.10

震災下の'94決算
青年女性・ゆとり豊かさ座談会
―『'94賃金実態・ゆとり豊か
さ調査』政策課題分析―

　

1995年
11月

No.11

とくしゅう 高年者対策
JR10年目の検証にむけて

第１回これまでの経営の推移
と輸送の動向

　

1996年
2月

No.12

ザ・しゅんとう
−社会環境の変化とJR西労
組組合員の実態・意識−

（95賃金・生活実態、総合意
識調査報告［その1］）

ゆとりある老後の確立にむけて
−総合生活・福祉プランの検討と
JR西労組年金制度の導入へ−

　

1996年
7月

No.13

私たちの労働条件大分析！
−96総合労働協約改訂と中
長期ビジョンの策定にむけて−

95賃金・生活実態、総合意識
調査報告（続編）

震災を乗り越え株式上場へ
着実な前進（1995年度決算
について）

　

1996年
11月

No.14

労働時間短縮とこれからの働き方
意識面からみたJR西労組組
合員像

　

1997年
2月

No.15

福利厚生を考える
−社会情勢と私たちに関する
諸制度の動向−

96賃金実態・総合意識調査
報告−JR西労組組合員の賃
金実態と意識−

【資料編・おもな福利厚生給
付などの内容】

　

1997年
7月

No.16

特集 JR西労組「2001年ビジョン」
−21世紀の責任あるJR西労
組運動と組合員の幸せづくり
にむけて−

上場後初の決算・過去最高
の収入確保
−1996年度決算について−

　

1997年
11月

No.17

特集「改正年金制度」のおさらい

　

1998年
2月

No.18

ゆとり豊かさは実感できるか！
（速報）97年度版「賃金・生活
実態」「総合意識」調査の集
計と分析

　

1998年
7月

No.19

賃金、昇進問題を考えよう！
−充実した制度確立をめざして− 　

1998年
11月

No.20

社会保障制度の変革とポイント
「健康保険」「介護保険」「年金
保険」そして「雇用・労災保険」

−新しい社会の創造に向けて−

−定年を前後して高年社会
を輝いて過ごせるために−
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1999年
2月

No.21

新たな「人事・処遇制度」の確立に向けて
−21世紀のリーディングカンパ
ニーにふさわしい賃金・昇進
制度−

1998年度「賃金・生活実態、
総合意識調査」の分析

−99春季生活闘争で確かな
手応えをつかもう−

　

1999年
7月

No.22

『保存版』あなたの年金水準を検証する
−雇用保険と公的年金からみ
るライフマネジメント−

　

1999年
11月

No.23

整備新幹線
−21世紀の鉄道を考える− 　

2000年
2月

No.24

ゆとり豊かさの実感を２１世紀へ
−99年度版「賃金・生活実
態・総合意識調査」の集計と
分析−

　

2000年
9月

No.25

高年者雇用問題について考える
−65歳現役社会をめざして− 　

2000年
11月

No.26

21世紀の鉄道整備
年金の実務 　

2001年
2月

No.27

2000年賃金実態
総合意識調査集約 　

2001年
11月

No.28

新賃金昇進制度実態調査の結果について
環境問題を考える 　

2002年
2月

No.29

ステップ２１
（中間報告・職場討議資料）

先が読めない時代だからこ
そ、基本に立ち返ったキラ
リと光る運動を！

　

2002年
9月

No.30

特集「ステップ２１」
（JR西労組中期ビジョン） 　

2003年
2月

No.31

春闘を考える
−「2002年版賃金実態等調
査」集計結果を踏まえて−

　

2004年
3月

No.32

労働組合と政治
−働く者の声を政治の場へ− 　
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2005年
2月

No.33

2004賃金実態調査の結果について
−賃金実態と賃金・昇進制度
の検証−

　

2006年
7月

No.34

JR西労組 安全性向上計画検証アンケート
集約結果・分析

　

2007年
7月

No.35

次世代育成支援を考える
〜「育む力」が次世代の活力
に〜

　

2008年
7月

No.36

安全確立のための技術継承と
人材育成を考える

　

2009年
7月

No.37

ワーク・ライフ・バランス実現に向けて
いい仕事、いい人生を始めよう！！ 　

2010年
7月

No.38

政策ビジョン
２０１０～２０１４

　

2011年
7月

No.39

総合交通体系の構築に向けた
「交通基本法」を考える

　

2012年
8月

No.40

職場のあり方提言委員会「第一次提言」
私たちの職場の環境と展望 　

2013年
11月

No.41

職場のあり方提言委員会「第二次提言」
高年者雇用検討分科会によ
る議論の深度化

　

2014年
11月

No.42

JR西労組が取り組む「地域活性化運動」
　

2016年
1月

No.43

ワーク・ライフ・バランスの実現に向けた
取り組み
〜仕事と生活の調和、図れて
いますか？〜

　

バックナンバー（No.1〜No.43）のデータを
ＪＲ西労組ホームページに掲載しますので

活用してください。

4
表
紙
で
振
り
返
る
25
年
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三江線に関する「検討会議」第３回経過報告書 平成28年７月巻末資料１

鉄道と新交通プラン（バス）の比較検討

①輸送特性 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P2

②事業種別と運営方式 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P3

③事業許可手続き ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P4

④環境への影響 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P5

⑤ルート設定の柔軟性 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P5

⑥ダイヤ設定の柔軟性・定時性 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P6

⑦拠点間の所要時間 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P6

⑧気象と災害リスク ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P7

⑨運賃 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P7

⑩コスト比較（初期費用と運営費用） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P8

⑪補助金活用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P9

⑫地域の観光振興への影響 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P10

⑬快適性 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P10

⑭継続的な運営を確保するための課題 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P11

まとめ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P12

目次

1

鉄道と路線バスは、輸送規模や輸送距離という点でそれぞれ特性を有しており、特性を発揮しうる領域において一定の棲
み分けがなされている。
地域公共交通は、こうした輸送特性も踏まえながら、地域の実情に応じて選択されることが重要。

比較項目 鉄道 バス

①輸送特性

拠点間の長距離、大量輸送に優れた交通
機関
（参考）三江線で使用されている列車（ｷﾊ120）の定員は

１０４人

数十人規模の旅客を目的地まできめ細か
に輸送するのに適した交通機関
（参考）バス車両の定員は２８人（小型バス）～

５９人（大型バス）

2

＜参考①＞沿線地域の将来人口見通し（第１回経過報告書Ｐ５参照）

・国立社会保障・人口問題研究所の推計によると、沿線６市町の人口は、今後も全ての市町において減少が続くと見込まれており、公共交通への依存度が高
いと想定される６５歳以上の高齢者についても、平成３２年をピークに減少に転じると予想されている。

＜参考②＞沿線住民の移動の実態・ニーズ（第１回経過報告書Ｐ７参照）

・平成２２年の国勢調査、平成２６年の住民ニーズ調査の結果を見ると、三江線沿線地域においては、自家用車の交通分担率が高く、公共交通への依存度が
低い。

・高齢者等の交通弱者の移動実態は、同一市町内での移動にとどまるケースが大半であり、市町を超えて移動している人の割合は少ない。移動目的としては、
通院、買物、役所・金融機関が多い。

・高齢者等の交通弱者が将来の公共交通に望むサービスとして、「乗りたい時間に乗れる」、「駅・バス停が自宅（又は目的地）に近い」、「運転時間が正確（遅
れない）」、「運賃が安い」ことを求める声が多い。

鉄道と新交通プラン（バス）の比較検討

～はじめに～

• 検討会議での検討経過については、これまで２回にわたり、期成同盟会へ経過報告を行った。（第１回４/２１、第２回６/１８）
• 第３回経過報告書では、第１回及び第２回経過報告書において論点整理を行った項目のうち、鉄道とバスで比較可能な項目
を抽出し、比較及び評価を行うとともに、「まとめ」として、最終的な判断を導く際に踏まえるべきと考える視点等について整理
を行った。
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比較項目 鉄道 バス

②事業種別と運営方式

事業種別

• 第一種鉄道事業：
鉄道施設や車両を保有して運行する事業

• 第二種鉄道事業：
他の鉄道事業者が保有する鉄道施設を
使用して運行する事業

• 第三種鉄道事業：
鉄道施設や鉄道用地を保有し、第二種
鉄道事業者に使用させる事業

事業種別

• 一般乗合旅客自動車運送事業：
民間事業者が国土交通大臣の許可を受け
ることにより、事業用自動車を用いて旅客
の運送を行う事業

• 自家用有償旅客運送：
自家用自動車を用いて旅客の運送を行う
事業

運営方式（自治体が支援を行うもの）

• 第三セクター方式：
第三セクターが第一種鉄道事業者として
運営を行う方式

• 上下分離方式：
鉄道の運行主体とインフラ（鉄道施設）の
管理を分離する方式

• みなし上下分離方式：
インフラ（鉄道施設）の所有権を鉄道事業者
に残したまま、自治体がインフラの維持管
理や車両設備の投資に要する費用を負担
する方式

運営方式

主として以下の方式が考えられる。

• 民間事業者や第三セクターが一般乗合旅客
自動車運送事業により、乗合バスの運営を
行う方式

• 地方自治体が自家用有償旅客運送により、
自治体バスの運営を行う方式

3

鉄道と新交通プラン（バス）の比較検討

鉄道事業は、乗合バス事業と比較して、事業の計画が経営上適切なものであるかどうかという点について、厳しく審査が行
われる。

自治体支援による新たな運営方式により三江線を運営する場合、自治体側に一定期間（少なくとも１０年程度）にわたる支
援を行う体制が整っているかどうかが一つの重要な要素となるものと考えられる。

比較項目 鉄道 バス

③事業許可手続き

鉄道事業を経営しようとする者は、
鉄道事業法に基づき許可を取得する必要

＜許可基準＞
①事業の計画が経営上適切なものである
こと

②事業の計画が輸送の安全上適切なもので
あること

③上記のほか、事業の遂行上適切な計画を
有するものであること

④事業を自ら適確に遂行するに足る能力を
有するものであること

①については、将来的な累積赤字の解消
見通し等について審査が行われる。

厳しい経営状況にある鉄道については、自
治体による１０年程度の支援が行われるこ
とを前提に、許可がされた前例が存在。

乗合バス事業を経営しようとする者は、
道路運送法に基づき許可を取得する必要

＜許可基準＞
①事業の計画が輸送の安全を確保するため
適切なものであること

②上記のほか、事業の遂行上適切な計画を
有するものであること

③事業を自ら適確に遂行するに足る能力を
有するものであること

許可を取得している乗合バス事業者が、新
たな系統のバスを運行する場合には、道路
運送法に基づき事業計画の変更認可を受
ける必要。認可基準は許可基準と同様。

自家用有償旅客運送を行おうとする者は、
道路運送法に基づき国土交通大臣の登録
を受ける必要。登録を受けるためには、地
域の関係者がその必要性について合意し
ていることが必要。

4

鉄道と新交通プラン（バス）の比較検討
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三江線の一列車当たりの乗車人員（Ｈ２６）は５．３人であり、この水準では、鉄道よりもバスや自動車の方が、一人当たり二
酸化炭素排出量が少ない。

比較項目 鉄道 バス

④環境への影響

一般的に、鉄道はバスや自動車よりも一人
当たり二酸化炭素排出量が少なく、環境に
優しい。

気動車の場合には、一定の輸送量がある
場合（※）に、バスや自動車よりも一人当たり
二酸化炭素排出量が少なくなる。

（※）乗車人員が６０名以上の場合（ｷﾊ120）

一般的に、バスは鉄道よりも一人当たり二
酸化炭素排出量が多い。

気動車と比較した場合、一定の輸送量に満
たない場合（※）には、バスの方が一人当た
り二酸化炭素排出量が少なくなる。

（※）乗車人員が６０名未満の場合（ｷﾊ120）

5

バスが通行できる道路が存在する限り、費用をかけて新たに施設を整備する必要が無いため、バスの方が鉄道よりもルー
ト設定の柔軟性に優れている。

比較項目 鉄道 バス

⑤ルート設定の柔軟性

ルートを変更するためには、用地買収や新
たな線路の敷設が必要となり、時間とコスト
を要する。

鉄軌道系の輸送機関に比べて、低コストで
柔軟な路線設定が可能であり、市街地の中
心部や郊外化した公共施設・商業施設等ま
で乗り入れることが可能。

運行開始後であっても、通行可能な道路が
ある限り、利用者の意見や利用実態に合わ
せて柔軟にルートを変更することが可能。

鉄道と新交通プラン（バス）の比較検討

三江線で利用者ニーズに応じたダイヤを実現するためには、行き違い設備の整備が必要となる（１箇所約３．１億円）が、
バスの場合には、柔軟なダイヤ設定が可能。
一方で、鉄道はバスに比べて定時性に優れている。

比較項目 鉄道 バス

⑥ダイヤ設定の柔軟性・
定時性

複線の場合、過密なダイヤ設定となってい
ない限り、ニーズに応じた柔軟なダイヤ設
定が可能であるが、単線の場合には、行き
違い設備の場所や数が、柔軟なダイヤ設
定を行う上での支障となり得る。

鉄道は渋滞や信号待ちによる停車が少なく、
定時性に優れている。

高校の登校・下校時刻や、病院や商業施設
等の開業時刻も考慮した柔軟なダイヤ設定
が可能。

バスは道路の渋滞等による影響を受けるた
め、鉄道に比べて定時性に劣る。

バスは拠点施設を巡回し、また、きめ細かに停留所を設定することとしているため、鉄道よりも時間を要する。

拠点施設を巡回する時分を除くと、江津～石見川本間は概ね鉄道と同様の所要時分となるが、石見川本～石見都賀間は
11分、三次～石見都賀間は23分、バスの所要時分が鉄道の所要時分を上回る。

比較項目 鉄道 バス

⑦拠点間の所要時間

江津～石見川本 １時間７分

石見川本～石見都賀 １時間１分

石見都賀～三次 １時間１５分

※上記はいずれも三江線の平均所要時間

江津～石見川本 １時間９分
※江津、石見川本での巡回時分（１０分）を含まない

石見川本～石見都賀 １時間１２分
※石見川本、粕淵での巡回時分（８分）を含まない

石見都賀～三次 １時間３８分
※口羽、三次での巡回時分（４分）を含まない

6

鉄道と新交通プラン（バス）の比較検討
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鉄道と新交通プラン（バス）の比較検討

近年、１時間降水量50mm以上の年間発生回数は増加傾向にあり、災害リスクは増大する傾向にあるが、鉄道であれバス
であれ、災害リスク自体は同様に存在している。

データの集計手法が統一されていないため、三江線の運休日数と沿線道路の通行止め日数を単純比較することは困難で
あるが、三江線は急峻地に敷設されていることなどから、一度大きな被害を受けると運休期間が長期にわたる傾向にある。

比較項目 鉄道 バス

⑧気象と災害リスク

自然災害による三江線の運休日数 自然災害による三江線沿線道路の通行止め日数

7

バスの運賃水準は、運営主体が旅客需要等を踏まえながら決定するものであり、単純な比較は困難であるが、参考までに、
現状の鉄道とバスの運賃水準を比較すると、距離制運賃を採用しているバスは鉄道よりも運賃が高く、定額制運賃を採用
しているバスは自治体が運行していることもあり、鉄道よりも運賃が安い傾向にある。

比較項目 鉄道 バス

⑨運賃

三江線

• 距離制運賃（初乗り１４０円～）

三江線と並行する民間路線バス
• 距離制運賃（三江線よりも高い）

三江線と並行する自治体路線バス
• 定額制運賃（三江線よりも安い）

ex) 江津市、三次市

• 距離制運賃（三江線よりも高い）
ex) 美郷町

区間 H25年度 H26年度 H27年度

江津～石見川本 ２３６日 １１５日 １０日

石見川本～浜原 ２３６日 １１６日 １１日

浜原～口羽 １４日 １１日 １４日

口羽～三次 １６日 １３日 １９日

区間 H25年度 H26年度 H27年度

国道２６１号線（江津本町～石見川越） ０日 ０日 ０日

県道日貫川本線（石見川越～鹿賀） ０日 １６４日 ０日

国道２６１号線（鹿賀～因原） ０日 ０日 ０日

県道川本波多線（因原～粕淵） ２日 ０日 ０日

県道美郷飯南線（浜原～沢谷） ０日 ０日 ０日

国道３７５号線（粕淵～式敷） １日 ０日 ０日

県道江津三次線（式敷～長谷） ５日 ２日 ０日

県道江津三次線（長谷～尾関山） １０日 ９２日 ３５３日

国道３７５号線（式敷～尾関山） １０日 ３日 ２日
（出典）ＪＲ西日本 （出典）道路管理者への聞き取り結果

自治体支援による新たな運営方式により三江線を運営する場合と新交通プラン（バス）を導入する場合のコストを比較する
と、少なくとも年間運行費用は、バスの方が低くなるものと想定される。

比較項目 鉄道 バス

⑩コスト比較

初期費用

最大３０～４０億円（※）

（※）新たな運営方式により三江線を運営する場合に
必要となる初期投資（車両基地、車両の購入等）
の最大額。
車両、橋梁、トンネルなど譲渡可能な施設につい
ては、簿価で譲渡した場合の試算であり、協議次
第ではこれ以下となる余地がある。

初期費用

（１）三江線と同程度の運行本数を確保する場合

約８．２億円（※）

（２）三江線の１．６倍の運行本数を確保する場合

約９．３億円（※）

（※）バス停設置、車両購入、営業所設置、システム導入
に要する費用の合計

年間運行費用
（※）三江線の年間収入（約２千万円）は含まない

（１）第三セクター方式
鉄道事業者 約８．７億円

（２）みなし上下分離方式
鉄道事業者 約５億円
行政負担額 約３．７億円

（３）上下分離方式
鉄道事業者 約２．９億円
行政負担額 約５．８億円

年間運行費用

（１）三江線と同程度の運行本数を確保する場合
約１．２～１．９億円

（２）三江線の１．６倍の運行本数を確保する場合
約２．０～３．１億円

8

（注）初期費用、年間運行費用とも試算値。各数値の詳細は第１回経過報告書及び第２回経過報告書を参照。

鉄道と新交通プラン（バス）の比較検討
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鉄道については、安全性向上のための設備投資や大規模修繕を行う場合に、国の補助制度を活用できる可能性。
一方、バスについては、国と県の運行欠損補助制度や車両購入に対する補助制度を活用できる可能性。

比較項目 鉄道 バス

⑪補助金活用

国の補助制度

（１）赤字路線に対する欠損補助制度

• 存在しない

（２）設備投資、大規模修繕に対する補助制度（※）

• 地域公共交通バリア解消促進等事業（鉄道軌道安全輸
送設備等整備事業）

⇒安全性の向上に必要な車両設備の更新・改良やレール、
枕木、落石防止設備等の大規模修繕に要する経費の１
／３を補助

（※）ＪＲ本州３社、大手民鉄等は補助対象外

国の補助制度

（１）赤字路線に対する欠損補助制度

• 地域公共交通確保維持事業（地域間幹線系統補助、地域内
フィーダー系統補助）

⇒一定の要件を満たす経常赤字が見込まれる系統に対し、
欠損見込額の１／２を補助

（２）車両購入に対する補助制度

• 地域公共交通確保維持事業（車両購入に係る補助）

⇒（１）の補助対象系統の運行の用に供する車両を購入す
る場合、車両購入に係る減価償却費及び金融費用の
１／２を５年間補助

島根県、広島県の補助制度

• 赤字路線に対する欠損補助制度は存在しない

島根県、広島県の補助制度

（１） 赤字路線に対する欠損補助制度

• 国の補助対象系統に対し、欠損見込額の１／２を協調
的に補助

• 国の補助対象系統以外については、一定の要件を満た
す場合に、県と市町村が欠損見込額の１／２を補助

（２） 車両購入に対する補助制度

• 国の補助対象となる車両に対し、車両購入に係る減価
償却費及び金融費用の１／２を協調的に補助

※市町村が運行する場合には、上記とは別のスキームにより、
運行支援等を実施

9

鉄道と新交通プラン（バス）の比較検討

（注）補助制度の詳細は第１回経過報告書及び第２回経過報告書を参照。

観光列車の運行など、鉄道の方がバスよりも観光面での発信力が強く、地域の観光振興へ及ぼす影響は大きいものと考え
られる。

路線バスであっても、観光資源が存在すれば、柔軟なルート設定により、観光地まで直接乗り入れることで観光振興を図る
ことが可能。

比較項目 鉄道 バス

⑫地域の観光振興
への影響

観光列車など、鉄道自体が観光資源となり得
るため、沿線地域への観光振興に果たす役割
は大きい。

バスに比べて車窓が広く、桜や紅葉といった沿
線の自然景観を楽しむことが可能。

バス自体が観光資源となる可能性は低く、鉄
道に比べて観光面での発信力が弱い。

路線バスを使った観光振興（モデルコースを紹
介するパンフレットの作成）に取り組んでいる
地域も存在する。

長距離移動する場合には、路線バスよりも鉄道の方が身体的な負担が小さく、快適性に優れている。
また、鉄道は移動中でも会話を楽しみながら移動できるというメリットがある。
バリアフリーの観点では、鉄道駅の改修が困難な場合、バスの方が乗降時における身体的負担が小さい。

比較項目 鉄道 バス

⑬快適性

以下のような点で、路線バスよりも身体的な負
担が小さい。
• 山間部であっても大きな揺れは少ない。
• 車内空間が広い。

座席構造がボックスシートやロングシートと
なっており、車内で会話を楽しみながら移動す
ることが可能。

駅構内がバリアフリー化されていない場合など、
高齢者等にとって身体的負担が大きい。

長距離の乗車になると、以下のような点で、路
線バスの方が鉄道よりも身体的な負担が大き
い。
• 山間部ではカーブによる揺れが多い。
• 車内空間が狭い。

対面の座席構造とはなっておらず、会話を楽し
みながら移動するという点では、一定の制約
がある。

低床バスの場合には、高齢者等でも容易に乗
降が可能。

10

鉄道と新交通プラン（バス）の比較検討
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比較項目 鉄道 バス

⑭継続的な運営を
確保するための
課題

「生活利用」と「観光利用」の両面で、三江線の
利用者を増加させるための現実的な方策として
どのようなものがあるか、検討が必要。

新たな運営方式により三江線を運営する場合、
鉄道事業許可の取得に必要な支援体制（自治
体による１０年程度にわたる継続的な支援を行
う体制）の整備が必要。

新たな運営方式により運営する際に必要となる
初期投資（最大約３０～４０億円）について、財
源を確保する必要。

住民ニーズに応じたダイヤへの改善を図るため
には、車両増備や行き違い設備の設置（約７．６
億円）が必要となり、財源を確保する必要。

三江線の速度向上を図るためには、落石防護
網の設置等（約１００億円）が必要となり、財源を
確保する必要。

新交通プランに移行するとなった場合、誰がそ
の運営を担うのか、検討が必要。

新交通プランに移行するとなった場合、三江線
沿線住民の利便性の維持・向上を図るため、
ルートや停留所をどこに設定するか、三江線の
駅で経由しない駅が発生する場合、当該駅周辺
住民の移動手段をいかに確保するか、検討が
必要。ダイヤについても乗換拠点での乗り継ぎ
に配慮する必要。

新交通プランに移行し、そのルートの設定を行う
際には、支線となるフィーダーバス路線との調
整や、競合する可能性がある区間について、関
係者との十分な調整が必要。

新交通プランに移行し、その運賃の設定を行う
際には、バス交通の現状にも配慮しつつ、様々
な角度からの検討が必要。

バス運行の安全性を向上させるためには、バス
ルートの設定に応じ、対向車との行き違いが容
易でない箇所の改良に中長期的に取り組む必
要。また、バス運行の有無にかかわらず、危険
度が高い箇所の落石防止対策等が必要。

新交通プランを具体化する局面では、持続可能
性を最大限に高める観点から、初期費用と運行
費用について、十分検討する必要。 11

鉄道と新交通プラン（バス）の比較検討

巻
末
資
料
１

三
江
線
に
関
す
る「
検
討
会
議
」第
３
回
経
過
報
告
書 まとめ

12

鉄道とバスには、それぞれ特性を発揮しうる領域があり、様々な観点から比較検討を行うと、それぞれメリッ

ト、デメリットが存在している。

三江線沿線地域において望ましい地域公共交通のあり方は、これまでの経過報告書の内容や今回の比較

検討結果を参考に、持続可能性という観点から、以下の要素をよく踏まえた上で、最終的な判断を導き出す

ことが重要。

鉄道、バスの輸送特性と、沿線住民の移動の実態やニーズとの調和

事業を行うために必要な国の許認可の取得可能性

地域公共交通を維持するために必要となるコスト

鉄道やバスが存在することでもたらされる価値（生活利用と観光利用のバランスをどう考えるのか）

鉄道、バス双方のメリット、デメリットを踏まえた上での沿線地域の将来を見据えた地域公共

交通についての議論

利用者を目的地まで安全かつ確実に輸送することは、公共交通機関の最大の使命であることから、鉄道で

あれ、バスであれ、落石防止対策や未改良箇所の改良など、安全確保対策に取り組むことが重要。

地域振興への影響を懸念する住民の声もあることから、鉄道であれ、バスであれ、地域交通を活用したまち

づくりや地域振興策について考えていくことが必要。
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（
平
成
十
九
年
五
月
二
十
五
日
法
律
第
五
十
九
号
）

最
終
改
正
：
平
成
二
七
年
五
月
二
七
日
法
律
第
二
八
号

  　

第
一
章　

総
則
（
第
一
条
・
第
二
条
） 

 　

第
二
章　

基
本
方
針
等
（
第
三
条
・
第
四
条
） 

 　

第
三
章　

地
域
公
共
交
通
網
形
成
計
画
の
作
成
及
び
実
施 

 　
　

第
一
節　

 

地
域
公
共
交
通
網
形
成
計
画
の
作
成
（
第
五
条
―
第
七
条
） 

 　
　

第
二
節　

軌
道
運
送
高
度
化
事
業
（
第
八
条
―
第
十
二
条
） 

 　
　

第
三
節　

道
路
運
送
高
度
化
事
業
（
第
十
三
条
―
第
十
七
条
） 

 　
　

第
四
節　

 

海
上
運
送
高
度
化
事
業
（
第
十
八
条
―
第
二
十
二
条
） 

 　
　

第
五
節　

 

鉄
道
事
業
再
構
築
事
業
（
第
二
十
三
条
―
第
二
十
五
条
） 

 　
　

第
六
節　

鉄
道
再
生
事
業
（
第
二
十
六
条
・
第
二
十
七
条
） 

 　
　

第
七
節　

 

地
域
公
共
交
通
再
編
事
業
（
第
二
十
七
条
の
二
―
第
二
十
七
条
の
八
） 

 　
　

第
八
節　

雑
則
（
第
二
十
八
条
―
第
二
十
九
条
の
二
） 

 　

第
四
章　

 

新
地
域
旅
客
運
送
事
業
の
円
滑
化
（
第
三
十
条
―
第
三
十
六
条
） 

 　

第
五
章　

雑
則
（
第
三
十
七
条
―
第
四
十
二
条
） 

 　

第
六
章　

罰
則
（
第
四
十
三
条
―
第
四
十
六
条
） 

 　

附
則 

　
　
　

第
一
章　

総
則  

（
目
的
） 

第
一
条　
　

こ
の
法
律
は
、
近
年
に
お
け
る
急
速
な
少
子
高
齢
化
の
進
展
、
移
動

の
た
め
の
交
通
手
段
に
関
す
る
利
用
者
の
選
好
の
変
化
に
よ
り
地
域
公
共
交
通
の

維
持
に
困
難
を
生
じ
て
い
る
こ
と
等
の
社
会
経
済
情
勢
の
変
化
に
対
応
し
、
地
域

住
民
の
自
立
し
た
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
の
確
保
、
活
力
あ
る
都
市
活
動
の
実

現
、
観
光
そ
の
他
の
地
域
間
の
交
流
の
促
進
並
び
に
交
通
に
係
る
環
境
へ
の
負
荷

の
低
減
を
図
る
た
め
の
基
盤
と
な
る
地
域
に
お
け
る
公
共
交
通
網
（
以
下
「
地
域

公
共
交
通
網
」
と
い
う
。
）
の
形
成
の
促
進
の
観
点
か
ら
地
域
公
共
交
通
の
活
性

化
及
び
再
生
を
推
進
す
る
こ
と
が
重
要
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
、
交
通
政
策

基
本
法 

（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
九
十
二
号
）
の
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
地
方

公
共
団
体
に
よ
る
地
域
公
共
交
通
網
形
成
計
画
の
作
成
及
び
地
域
公
共
交
通
特
定

事
業
の
実
施
に
関
す
る
措
置
並
び
に
新
地
域
旅
客
運
送
事
業
の
円
滑
化
を
図
る
た

め
の
措
置
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
持
続
可
能
な
地
域
公
共
交
通
網
の
形

成
に
資
す
る
よ
う
地
域
公
共
交
通
の
活
性
化
及
び
再
生
の
た
め
の
地
域
に
お
け
る

主
体
的
な
取
組
及
び
創
意
工
夫
を
推
進
し
、
も
っ
て
個
性
豊
か
で
活
力
に
満
ち
た

地
域
社
会
の
実
現
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

　
　
　

第
二
章　

基
本
方
針
等  

（
基
本
方
針
） 

第
三
条　
　

主
務
大
臣
は
、
持
続
可
能
な
地
域
公
共
交
通
網
の
形
成
に
資
す
る
地

域
公
共
交
通
の
活
性
化
及
び
再
生
を
推
進
す
る
た
め
、
地
域
公
共
交
通
の
活
性
化
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域
公
共
交
通
の
活
性
化
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び
再
生
に
関
す
る
法
律
（
抜
粋
）

及
び
再
生
の
促
進
に
関
す
る
基
本
方
針
（
以
下
「
基
本
方
針
」
と
い
う
。
）
を
定

め
る
も
の
と
す
る
。 

２　
　

基
本
方
針
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

一　
　

持
続
可
能
な
地
域
公
共
交
通
網
の
形
成
に
資
す
る
地
域
公
共
交
通
の
活
性

化
及
び
再
生
の
意
義
及
び
目
標
に
関
す
る
事
項 

二　
　

第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
地
域
公
共
交
通
網
形
成
計
画
の
作
成
に
関
す

る
基
本
的
な
事
項 

三　
　

地
域
公
共
交
通
特
定
事
業
そ
の
他
の
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
地
域
公

共
交
通
網
形
成
計
画
に
定
め
る
事
業
に
関
す
る
基
本
的
な
事
項 

四　
　

新
地
域
旅
客
運
送
事
業
に
関
す
る
基
本
的
な
事
項 

五　
　

持
続
可
能
な
地
域
公
共
交
通
網
の
形
成
に
資
す
る
地
域
公
共
交
通
の
活
性

化
及
び
再
生
に
関
す
る
事
業
の
評
価
に
関
す
る
基
本
的
な
事
項 

六　
　

そ
の
他
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
持
続
可
能
な
地
域
公
共
交
通
網
の
形
成

に
資
す
る
地
域
公
共
交
通
の
活
性
化
及
び
再
生
に
関
す
る
事
項 

３　
　

基
本
方
針
は
、
交
通
の
機
能
と
都
市
機
能
と
が
相
互
に
密
接
に
関
連
す
る

も
の
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
地
域
公
共
交
通
の
活
性
化
及
び
再
生
が
都
市
機
能

の
増
進
に
寄
与
す
る
こ
と
と
な
る
よ
う
配
慮
し
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

４　
　

基
本
方
針
は
、
交
通
政
策
基
本
法
第
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
交
通
政

策
基
本
計
画
と
の
調
和
が
保
た
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

５　
　

主
務
大
臣
は
、
情
勢
の
推
移
に
よ
り
必
要
が
生
じ
た
と
き
は
、
基
本
方
針

を
変
更
す
る
も
の
と
す
る
。 

６　
　

主
務
大
臣
は
、
基
本
方
針
を
定
め
、
又
は
こ
れ
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と

き
は
、
国
家
公
安
委
員
会
及
び
環
境
大
臣
に
協
議
す
る
も
の
と
す
る
。 

７　
　

主
務
大
臣
は
、
基
本
方
針
を
定
め
、
又
は
こ
れ
を
変
更
し
た
と
き
は
、
遅

滞
な
く
、
こ
れ
を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
国
等
の
努
力
義
務
） 

第
四
条　
　

国
は
、
地
方
公
共
団
体
、
公
共
交
通
事
業
者
等
そ
の
他
の
関
係
者
が

行
う
持
続
可
能
な
地
域
公
共
交
通
網
の
形
成
に
資
す
る
地
域
公
共
交
通
の
活
性
化

及
び
再
生
を
推
進
す
る
た
め
に
必
要
と
な
る
情
報
の
収
集
、
整
理
、
分
析
及
び
提

供
、
研
究
開
発
の
推
進
並
び
に
人
材
の
養
成
及
び
資
質
の
向
上
に
努
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

２　
　

都
道
府
県
は
、
市
町
村
、
公
共
交
通
事
業
者
等
そ
の
他
の
関
係
者
が
行
う

持
続
可
能
な
地
域
公
共
交
通
網
の
形
成
に
資
す
る
地
域
公
共
交
通
の
活
性
化
及
び

再
生
を
推
進
す
る
た
め
、
各
市
町
村
の
区
域
を
超
え
た
広
域
的
な
見
地
か
ら
、
必

要
な
助
言
そ
の
他
の
援
助
を
行
う
と
と
も
に
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、

市
町
村
と
密
接
な
連
携
を
図
り
つ
つ
主
体
的
に
持
続
可
能
な
地
域
公
共
交
通
網
の

形
成
に
資
す
る
地
域
公
共
交
通
の
活
性
化
及
び
再
生
に
取
り
組
む
よ
う
努
め
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

３　
　

市
町
村
は
、
公
共
交
通
事
業
者
等
そ
の
他
の
関
係
者
と
協
力
し
、
相
互
に

密
接
な
連
携
を
図
り
つ
つ
主
体
的
に
持
続
可
能
な
地
域
公
共
交
通
網
の
形
成
に
資

す
る
地
域
公
共
交
通
の
活
性
化
及
び
再
生
に
取
り
組
む
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。 

４　
　

公
共
交
通
事
業
者
等
は
、
自
ら
が
提
供
す
る
旅
客
の
運
送
に
関
す
る
サ
ー

ビ
ス
の
質
の
向
上
並
び
に
地
域
公
共
交
通
の
利
用
を
容
易
に
す
る
た
め
の
情
報
の

提
供
及
び
そ
の
充
実
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

　
　
　

第
三
章　

地
域
公
共
交
通
網
形
成
計
画
の
作
成
及
び
実
施  

　
　
　
　

第
一
節　

地
域
公
共
交
通
網
形
成
計
画
の
作
成  

（
地
域
公
共
交
通
網
形
成
計
画
） 

第
五
条　
　

地
方
公
共
団
体
は
、
基
本
方
針
に
基
づ
き
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
市
町
村
に
あ
っ
て
は
単
独
で
又
は
共
同
し
て
、
都
道
府
県
に

あ
っ
て
は
当
該
都
道
府
県
の
区
域
内
の
市
町
村
と
共
同
し
て
、
当
該
市
町
村
の
区

域
内
に
つ
い
て
、
持
続
可
能
な
地
域
公
共
交
通
網
の
形
成
に
資
す
る
地
域
公
共
交

通
の
活
性
化
及
び
再
生
を
推
進
す
る
た
め
の
計
画
（
以
下
「
地
域
公
共
交
通
網
形

成
計
画
」
と
い
う
。
）
を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２　
　

地
域
公
共
交
通
網
形
成
計
画
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て

定
め
る
も
の
と
す
る
。 

一　
　

持
続
可
能
な
地
域
公
共
交
通
網
の
形
成
に
資
す
る
地
域
公
共
交
通
の
活
性

化
及
び
再
生
の
推
進
に
関
す
る
基
本
的
な
方
針 

二　
　

地
域
公
共
交
通
網
形
成
計
画
の
区
域 

三　
　

地
域
公
共
交
通
網
形
成
計
画
の
目
標 

四　
　

前
号
の
目
標
を
達
成
す
る
た
め
に
行
う
事
業
及
び
そ
の
実
施
主
体
に
関
す

る
事
項 

五　
　

地
域
公
共
交
通
網
形
成
計
画
の
達
成
状
況
の
評
価
に
関
す
る
事
項 

六　
　

計
画
期
間 
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七　
　

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
地
域
公
共
交
通
網
形
成
計
画
の
実
施
に

関
し
当
該
地
方
公
共
団
体
が
必
要
と
認
め
る
事
項 

３　
　

地
域
公
共
交
通
網
形
成
計
画
に
お
い
て
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の

ほ
か
、
都
市
機
能
の
増
進
に
必
要
な
施
設
の
立
地
の
適
正
化
に
関
す
る
施
策
と
の

連
携
そ
の
他
の
持
続
可
能
な
地
域
公
共
交
通
網
の
形
成
に
際
し
配
慮
す
べ
き
事
項

を
定
め
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

４　
　

第
二
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
に
は
、
地
域
公
共
交
通
特
定
事
業
に
関
す

る
事
項
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

５　
　

地
域
公
共
交
通
網
形
成
計
画
は
、
都
市
計
画
、
都
市
計
画
法 

（
昭
和

四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
十
八
条
の
二 

の
市
町
村
の
都
市
計
画
に
関
す
る
基
本

的
な
方
針
、
中
心
市
街
地
の
活
性
化
に
関
す
る
法
律 
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
二

号
）
第
九
条 

の
中
心
市
街
地
の
活
性
化
に
関
す
る
施
策
を
総
合
的
か
つ
一
体
的
に

推
進
す
る
た
め
の
基
本
的
な
計
画
及
び
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化

の
促
進
に
関
す
る
法
律 

（
平
成
十
八
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
二
十
五
条 

の
移

動
等
円
滑
化
に
係
る
事
業
の
重
点
的
か
つ
一
体
的
な
推
進
に
関
す
る
基
本
的
な
構

想
と
の
調
和
が
保
た
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

６　
　

地
方
公
共
団
体
は
、
地
域
公
共
交
通
網
形
成
計
画
を
作
成
し
よ
う
と
す
る

と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
住
民
、
地
域
公
共
交
通
の
利
用
者
そ
の
他
利
害
関
係
者

の
意
見
を
反
映
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

７　
　

地
方
公
共
団
体
は
、
地
域
公
共
交
通
網
形
成
計
画
を
作
成
し
よ
う
と
す
る

と
き
は
、
こ
れ
に
定
め
よ
う
と
す
る
第
二
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、

次
条
第
一
項
の
協
議
会
が
組
織
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
協
議
会
に
お
け
る
協
議

を
、
同
項
の
協
議
会
が
組
織
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
は
関
係
す
る
公
共
交
通
事
業

者
等
、
道
路
管
理
者
、
港
湾
管
理
者
そ
の
他
地
域
公
共
交
通
網
形
成
計
画
に
定
め

よ
う
と
す
る
事
業
を
実
施
す
る
と
見
込
ま
れ
る
者
及
び
関
係
す
る
公
安
委
員
会
と

協
議
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

８　
　

地
方
公
共
団
体
は
、
地
域
公
共
交
通
網
形
成
計
画
を
作
成
し
た
と
き
は
、

遅
滞
な
く
、
こ
れ
を
公
表
す
る
と
と
も
に
、
主
務
大
臣
、
都
道
府
県
（
当
該
地
域

公
共
交
通
網
形
成
計
画
を
作
成
し
た
都
道
府
県
を
除
く
。
）
並
び
に
関
係
す
る
公

共
交
通
事
業
者
等
、
道
路
管
理
者
、
港
湾
管
理
者
そ
の
他
地
域
公
共
交
通
網
形
成

計
画
に
定
め
る
事
業
を
実
施
す
る
と
見
込
ま
れ
る
者
及
び
関
係
す
る
公
安
委
員
会

に
、
地
域
公
共
交
通
網
形
成
計
画
を
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

９　
　

主
務
大
臣
及
び
都
道
府
県
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
地
域
公
共
交
通
網
形
成

計
画
の
送
付
を
受
け
た
と
き
は
、
主
務
大
臣
に
あ
っ
て
は
地
方
公
共
団
体
に
対
し
、

都
道
府
県
に
あ
っ
て
は
市
町
村
に
対
し
、
必
要
な
助
言
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

10　
　

第
六
項
か
ら
前
項
ま
で
の
規
定
は
、
地
域
公
共
交
通
網
形
成
計
画
の
変
更

に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

（
協
議
会
） 

第
六
条　
　

地
域
公
共
交
通
網
形
成
計
画
を
作
成
し
よ
う
と
す
る
地
方
公
共
団
体

は
、
地
域
公
共
交
通
網
形
成
計
画
の
作
成
及
び
実
施
に
関
し
必
要
な
協
議
を
行
う

た
め
の
協
議
会
（
以
下
「
協
議
会
」
と
い
う
。
）
を
組
織
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２　
　

協
議
会
は
、
次
に
掲
げ
る
者
を
も
っ
て
構
成
す
る
。 

一　
　

地
域
公
共
交
通
網
形
成
計
画
を
作
成
し
よ
う
と
す
る
地
方
公
共
団
体 

二　
　

関
係
す
る
公
共
交
通
事
業
者
等
、
道
路
管
理
者
、
港
湾
管
理
者
そ
の
他
地
域

公
共
交
通
網
形
成
計
画
に
定
め
よ
う
と
す
る
事
業
を
実
施
す
る
と
見
込
ま
れ
る
者 

三　
　

関
係
す
る
公
安
委
員
会
及
び
地
域
公
共
交
通
の
利
用
者
、
学
識
経
験
者
そ

の
他
の
当
該
地
方
公
共
団
体
が
必
要
と
認
め
る
者 

３　
　

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
協
議
会
を
組
織
す
る
地
方
公
共
団
体
は
、
同
項
に

規
定
す
る
協
議
を
行
う
旨
を
前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。 

４　
　

前
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
者
は
、
正
当
な
理
由
が
あ
る
場
合
を

除
き
、
当
該
通
知
に
係
る
協
議
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

５　
　

協
議
会
に
お
い
て
協
議
が
調
っ
た
事
項
に
つ
い
て
は
、
協
議
会
の
構
成
員

は
そ
の
協
議
の
結
果
を
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

６　
　

主
務
大
臣
及
び
都
道
府
県
（
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
協
議
会
を
組
織
す
る

都
道
府
県
を
除
く
。
）
は
、
地
域
公
共
交
通
網
形
成
計
画
の
作
成
が
円
滑
に
行
わ

れ
る
よ
う
に
、
協
議
会
の
構
成
員
の
求
め
に
応
じ
て
、
必
要
な
助
言
を
す
る
こ
と

が
で
き
る
。 

７　
　

前
各
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
協
議
会
の
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項

は
、
協
議
会
が
定
め
る
。 

（
地
域
公
共
交
通
網
形
成
計
画
の
作
成
等
の
提
案
） 

第
七
条　
　

次
に
掲
げ
る
者
は
、
地
方
公
共
団
体
に
対
し
て
、
地
域
公
共
交
通
網

形
成
計
画
の
作
成
又
は
変
更
を
す
る
こ
と
を
提
案
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
は
、
基
本
方
針
に
即
し
て
、
当
該
提
案
に
係
る
地
域
公
共
交
通
網
形

成
計
画
の
素
案
を
作
成
し
て
、
こ
れ
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一　
　

公
共
交
通
事
業
者
等
、
道
路
管
理
者
、
港
湾
管
理
者
そ
の
他
地
域
公
共
交

通
網
形
成
計
画
に
定
め
よ
う
と
す
る
事
業
を
実
施
し
よ
う
と
す
る
者 

二　
　

地
域
公
共
交
通
の
利
用
者
そ
の
他
の
地
域
公
共
交
通
の
利
用
に
関
し
利
害

関
係
を
有
す
る
者 

２　
　

前
項
の
規
定
に
よ
る
提
案
を
受
け
た
地
方
公
共
団
体
は
、
当
該
提
案
に
基

づ
き
地
域
公
共
交
通
網
形
成
計
画
の
作
成
又
は
変
更
を
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
、

遅
滞
な
く
、
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
地
域
公
共
交

通
網
形
成
計
画
の
作
成
又
は
変
更
を
し
な
い
こ
と
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
理
由
を

明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

　

今
回
の
Ｓ
ａ
ｙ
ーｃ
ｈ
ｏ
で
は
、「
地

方
ロ
ー
カ
ル
線
」を
取
り
上
げ
ま
し
た
。

Ｊ
Ｒ
が
発
足
し
て
か
ら
30
年
。地
方
に

お
け
る
過
疎
化
・
高
齢
化
が
進
展
し
、

地
域
の
公
共
交
通
網
を
ど
の
よ
う
に

維
持
し
て
い
く
か
は
、私
た
ち
に
と
っ

て
避
け
て
通
れ
な
い
問
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

も
う
一つ
の
視
点
と
し
て
、労
働
力
人
口
の
減
少
、す
な
わ
ち

労
働
力
不
足
の
問
題
も
あ
り
ま
す
。大
手
外
食
チ
ェ
ー
ン
業
界

で
は
、24
時
間
営
業
の
店
舗
は
次
々
に
縮
小
・
廃
止
さ
れ
て
い

ま
す
。ヤ
マ
ト
運
輸
は
、引
き
受
け
る
荷
物
量
を
調
整
す
る
方

針
を
固
め
た
と
報
道
さ
れ
て
い
ま
す
。ど
ち
ら
の
事
例
に
お
い

て
も
引
き
金
と
な
っ
た
の
は
、労
働
力
不
足
で
す
。

　

Ｊ
Ｒ
西
日
本
も
、労
働
力
不
足
に
直
面
し
つ
つ
あ
り
ま
す
。

こ
の
ま
ま
放
置
し
て
お
く
と
、労
働
力
不
足
に
よ
る
路
線
の
縮

小
と
い
う
結
果
を
招
き
か
ね
ま
せ
ん
。

　
一
方
で
、こ
れ
ま
で
も
鉄
道
の
世
界
で
は
、自
動
券
売
機
、自

動
改
札
、自
動
放
送
、自
動
運
転
、自
動
点
検
な
ど
、多
く
の

機
械
化
が
な
さ
れ
て
き
ま
し
た
。現
在
も
、ロ
ー
カ
ル
地
区
だ
け

で
な
く
、ア
ー
バ
ン
地
区
に
お
い
て
も
無
人
化
・
省
力
化
の
流
れ

が
進
ん
で
い
ま
す
。こ
の
よ
う
な
時
代
に
お
い
て
、今
後
も
最
新

の
技
術
を
活
用
し
た
省
力
化
が
な
さ
れ
て
い
く
こ
と
は
、避
け

て
通
れ
な
い
こ
と
で
し
ょ
う
。

　

た
だ
し
、労
働
力
人
口
が
減
っ
て
い
く
社
会
と
い
う
の
は
、誰

も
経
験
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
。会
社
の
提
案
を
受
け
入
れ

る
だ
け
で
は
、大
き
な
落
と
し
穴
に
は
ま
っ
て
し
ま
う
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。　

　

こ
の
よ
う
な
時
代
だ
か
ら
こ
そ
、労
働
組
合
の
チ
ェ
ッ
ク
機

能
を
最
大
限
に
発
揮
し
、こ
れ
ま
で
Ｊ
Ｒ
西
労
組
が
行
っ
て
き

た
企
画
提
案
運
動
を
推
し
進
め
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

企
画
提
案
運
動
を
行
う
た
め
に
は
、現
場
で
働
く
皆
さ
ん

の
率
直
な
意
見
や
提
案
が
重
要
で
す
。今
回
の
Ｓ
ａ
ｙ
ーｃ
ｈ
ｏ

を
お
読
み
い
た
だ
き
、ご
意
見
な
ど
が
あ
れ
ば
是
非
お
聞
か
せ
い

た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。お
待
ち
し
て
い
ま
す
。
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